
備 考

２３条第１項」とすること。

別記様式第２号（その１の２）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ サイタマコウギョウダイガクダイガクイン

大 学 の 名 称 埼玉工業大学大学院

大 学 本 部 の 位 置 埼玉県深谷市普済寺１６９０番地

計 画 の 区 分 大学院の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ガッコウホウジン　チコウジガクエン

設 置 者 学校法人　智香寺学園

大 学 の 目 的

　教育基本法及び学校教育法に基づき、学術を中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教

授研究し、仏教精神により個性豊かにして教養ある社会人を育成することに努め、もって人類の平和と福祉に

貢献し、かつ、我が国の文化及び産業の発展に寄与することを目的とする。

新 設 研 究 科 等 の 目 的

　令和元年に受審した公益財団法人大学基準協会による認証評価により定員管理の改善が求められたことを踏

まえ、定員の適正化を図るため、人間社会研究科 情報社会専攻の入学定員減（△5名）及び心理学専攻の入学

定員減（△5名）を行い、社会及び志願者の需要に見合うよう適正化をするもの。

新

設

研

究

科

等

の

概

要

新 設 研 究 科 等 の 名 称
修業

年限

入学

定員

編入学

定　員

収容

定員
学位 学位の分野

開設時期及

び開設年次
所在地

人間社会研究科 年 人 年次

人

人 　年　月

第　年次

埼玉県深谷市

普済寺1690番地

　情報社会専攻 2 5

（10）

－ 10

（20）

修士(情報社会) 社会学・社会福祉学

関係

令和8年4月

　心理学専攻 2 10

（15）

－ 20

（30）

修士(心理学) 文学関係 令和8年4月

単位

計

科目 科目 科目 科目

同一設置者内における変更状況

（定員の移行，名称の変更等）

教育

課程

新設研究科等の名称
開設する授業科目の総数

修了要件単位数
講義 演習 実験・実習

計

職 種 専　　属 その他 計

事 務 職 員

人 人 人

56 5

（3）

図 書 館 職 員
1 0 1

（1） （0） (1)

61

（56） （0） （61）

技 術 職 員
3 0 3

（3） （0）

指 導 補 助 者
0 0 0

（0） （0） （0）

そ の 他 の 職 員
0 0 0

（0） （0） （0）

合 計 141,317㎡ 0㎡

計
60 5 65

（60） （0） （65）

0㎡ 141,317㎡

校 舎 敷 地 135,903㎡ 0㎡ 0㎡ 135,903㎡

そ の 他 5,414㎡ 0㎡ 0㎡

校

地

等

区 分 専　　用 共　　用
共用する他の

学校等の専用
計

5,414㎡

助教 計

新

設

分

人間社会研究科　情報社会専攻
7 2 1 0 10

人間社会研究科　心理専攻

0 0

(7) (2) (1) (0) (10) (0) (0)

計
11 4 3 0 18

0

(4) (2) (2) (0) (0) (0) (0)

4 2 2 0 8 0

0 0

（11） （4） （3） （0） （18） （0） （0）

既

設

分

工学研究科　機械工学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
9 4 1 0

工学研究科　生命環境化学専攻（博士前期課程･博士後期課程）
9 1 0

14 0 0

(9) (4) (1) (0) (14)

0 10 0 0

(9) (1) (0) (0) (10) (0)

(3) (1) (0) (15) (0)

(0)

工学研究科　情報システム専攻（博士前期課程・博士後期課程）
11 3 1 0 15 0 9

(11)

−

（29） （8） （2） （0） （39） （0） （−）
計

29 8 2 0 39

研　究　科　等　の　名　称

専任教員

助手

専任教員以外の教

員

（助手を除 く）教授 准教授 講師

0 −

（40） （12） （5） （0） （57） （0） （−）
合 計

40 12 5 0 57

0
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令和7年度届出
入学定員△20名

入学定員△30名

入学定員50名増

校 舎

専　　用 共　　用
共用する他の

学校等の専用
計

34,755㎡ 0㎡ 0㎡ 34,755㎡

（ 34,755㎡） （ 0㎡） （ 0㎡） （ 34,755㎡）

講 義 室 等 ・ 新 設 研 究 科 等

の 専 任 教 員 研 究 室

講義室 実験・実習室 演習室
新 設 研 究 科 等 の

専 任 教 員 研 究 室

室 室 室 室

冊 〔うち外国書〕 種 〔うち外国書〕 点 点
図

書

・

設

備

新設研究科等の名称

図書 学術雑誌 機械・器具 標本

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　 　） （　 　）

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　 　） （　 　）
計

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

*図書費は

電子ジャーナル

等経費含む

教員１人当り研究費等 325千円 325千円 千円 千円経 費 の

見 積 り

及 び 維

持 方 法

の 概 要

経費

の見

積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

図書購入費 8,000千円 8,000千円 8,000千円

千円

共同研究費等 100千円 100千円 千円 千円 千円

第３年次 第４年次 第５年次

千円 千円 千円

設備購入費 9,000千円 9,000千円 9,000千円 千円 千円 千円

千円

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常費補助金、試算運用収入、雑収入等

既

設

大

学

等

の

状

況

大 学 等 の 名 称 埼玉工業大学

学 部 等 の 名 称
修業

年限

入学

定員

編入学

定　員

学生１人当り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次

1,050千円 800千円 千円 千円

収容

定員

学位又

は称号

収 容 定 員

充 足 率

開設

年度
所　在　地

年 人 年次 人 倍

埼玉県深谷市

普済寺1690番地

工学部 1.02

　機械工学科 昭和51年度

　生命環境化学科 4 60 ― 330 学士（工学） 0.78 平成19年度

4 100 ― 460 学士（工学） 0.73

1.44 平成19年度

人間社会学部 1.04
　情報システム学科 4 200 ― 650 学士（工学）

1.13 平成14年度

　心理学科 4 50 ― 200 学士（心理学） 0.87 平成14年度

　情報社会学科 4 90 ― 360 学士（教養学）

収 容 定 員

充 足 率

開設

年度
所　在　地

年 人 年次 人 倍

学 部 等 の 名 称
修業

年限

入学

定員

編入学

定　員

収容

定員

学位又

は称号

　機械工学専攻

　　博士前期課程 2 6 ― 12

埼玉県深谷市

普済寺1690番地

工学研究科

修士（工学） 2.00 平成19年度

　　博士後期課程 3 2 ― 6 博士（工学又は学術） 1.00 平成22年度

　生命環境化学専攻

　　博士前期課程 2 7 ― 14 修士（工学） 1.57 平成19年度

　　博士後期課程 3 2 ― 6 博士（工学又は学術） 1.00 平成22年度

　情報システム専攻

1.28 平成19年度

　　博士後期課程 3 2 ― 6 博士（工学又は学術） 1.50 平成22年度

　　博士前期課程 2 7 ― 14 修士（工学）

人間社会研究科

　情報社会専攻修士課程 2 10 ― 20 修士（情報社会） 0.10 平成18年度

　心理学専攻修士課程 2 15 ― 30 修士（心理学） 0.36 平成18年度

附属施設の概要 機械工学科総合実験実習棟・・・機械系実験実習実施のために本学内に設置(600㎡)

既

設

大

学

等

の

状

況

大 学 等 の 名 称 埼玉工業大学大学院

　図書・設備」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

６　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

１　共同教育課程の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設研究科等の目的」，「新設研究科等の概要」，「教育課程」及び「新設分」の欄に

　記入せず，斜線を引くこと。

２　「既設分」については，共同教育課程に係る数を除いたものとすること。

３　私立の大学院の研究科の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「講義室等・新設研究科等の専任教員研究室」，及び

　「図書・設備」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

４　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「講義室等・新設研究科等の専任教員研究室」，「

（注）
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令和7年度 入学定員 編入学定員 収容定員 令和8年度 入学定員 編入学定員 収容定員 変更の事由

埼玉工業大学 埼玉工業大学

工学部 工学部

機械工学科 100 ー 460 機械工学科 100 ー 440
生命環境化学科 60 ー 330 生命環境化学科 60 ー 300
情報システム学科 200 ー 650 情報システム学科 200 ー 700

人間社会学部 人間社会学部

情報社会学科 90 ー 360 情報社会学科 90 ー 360
心理学科 50 ー 200 心理学科 50 ー 200

500 ー 2,000 500 ー 2,000

埼玉工業大学大学院 埼玉工業大学大学院

工学研究科 工学研究科

機械工学専攻（M) 6 ー 12 機械工学専攻（M) 6 ー 12
機械工学専攻（D) 2 ー 6 機械工学専攻（D) 2 ー 6
生命環境化学専攻（M) 7 ー 14 生命環境化学専攻（M) 7 ー 14
生命環境化学専攻（D) 2 ー 6 生命環境化学専攻（D) 2 ー 6
情報システム専攻（M) 7 ー 14 情報システム専攻（M) 7 ー 14
情報システム専攻（D) 2 ー 6 情報システム専攻（D) 2 ー 6

人間社会研究科 人間社会研究科

情報社会専攻（M) 10 ー 20 情報社会専攻（M) 5 ー 10 入学定員変更（△5）
心理学専攻（M) 15 ー 30 心理学専攻（M) 10 ー 20 入学定員変更（△5）

51 ー 108 41 ー 88計

計

計

学校法人智香寺学園　設置認可等に関わる組織の移行表

令和6年4月25日届
出による入学定員

変更に伴う収容定
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（1）都道府県内における位置関係の図面 

 
 

 
 

埼玉工業大学 

埼⽟県深⾕市普済寺 1690 番地 

－　図面－1　－



JR高崎線
岡部駅

岡部総合支所

ロータリーロータリー

埼玉工業大学
正門

東京方面 高崎方面

大学行きバス発着所

改札を出たら右に行き，跨線橋
を渡る（改札は一箇所のみ）。

（2）最寄り駅からの距離、交通機関及び所要時間がわかる図面

約1.3ｋｍ

－　図面－2　－



交通アクセス

●上野駅 ［りよ 高崎線・各駅停車 ］ 約90分
●大宮駅 ［りよ 高崎線・各駅停車 ］ 約60分
●高崎駅 ［りよ 高崎線・各駅停車 ］ 約30分
●東京駅より ［ 上野東京ライン利用］ 約100分
●新宿駅より ］用利ンイラ宿新南湘［ 約95分

電車で
「JR岡部駅」に
お越しの場合

JR
利用の場合

新幹線
利用の場合

● 新潟駅より 約105分
● 長岡駅より 約75分
● 長野駅より 約75分
● 仙台駅より 約130分
● 郡山駅より 約110分
● 宇都宮駅より 約85分

上越・北陸新幹線
を利用の場合
（JR高崎駅経由）

東北新幹線
を利用の場合
（JR大宮駅経由）

近隣の7駅より
無料

スクールバスを
運行中

埼玉県と群馬県の近隣の主要７駅（岡部駅、寄居駅、森林公園駅、伊勢崎駅、新伊勢崎駅、世良田駅、太田駅）と大学を結ぶ、
無料のスクールバスを運行。多くの学生が利用しています。

埼玉県 群馬県

●岡部駅
●寄居駅
●森林公園駅

●伊勢崎駅
●新伊勢崎駅
●世良田駅
●太田駅

約 5分
約 25分
約 50分

約 50分
約 40分
約 30分
約 50分学

大
業
工
玉
埼

ACCESS

お車で
お越しの場合

● 関越自動車道花園 IC（熊谷・深谷方面）
出口から国道140号線バイパスを利用し
大学までおよそ
20分（11km）で到着します。

関越自動車道利用
関越自動車道「花園IC 出口」より
埼玉工業大学までのルート

東京

上野池袋

熊谷

川越
大宮

深谷

岡部
館林

小山佐野 栃木

東武動物公園

東武スカイツリーライン

栗橋
羽生

世良田

伊勢崎

新伊勢崎

新前橋
上越
新幹線

北陸新幹線

JR両毛線

JR宇
都宮
線

東北
新幹
線線

光
日
武
東

線野
佐武
東

秩父鉄道

JR八高線

JR中央線

JR湘南新宿ライン

JR上野東京ライン

JR埼京線

JR武蔵野線

JR常磐線

JR総武線

北千住 新松戸

西船橋 船橋

柏

浅草

赤羽 新越谷

南越谷

春日部

森林公園

朝霞台

北朝霞 武蔵浦和
浦和
南浦和

小川町

高麗川

八王子

横浜

西国分寺

寄居

JR高崎線 東武伊勢崎線

東武野田線

太田

久喜

本庄高崎

本庄早稲田

新宿

大崎

渋谷

埼玉工業大学

〒369 - 0293 埼玉県深谷市普済寺1690

www.sit.ac.jp
－　図面－3　－



1,887 ㎡
3,527 ㎡

合計 5,414 ㎡

校舎敷地
131,109 ㎡

4,794 ㎡
合計 135,903 ㎡

その他

1,731.57 ㎡
1,748.60 ㎡
2,456.08 ㎡

1,741.57 ㎡
1,757.81 ㎡
3,358.27 ㎡
1,243.75 ㎡

6,482.31 ㎡
3,614.67 ㎡

1,947.15 ㎡
5,798.13 ㎡

892.45 ㎡
1,982.44 ㎡

（3）校舎、運動場等の配置図

－　図面－4　－



－　図面－5　－



埼玉工業大学大学院学則（案） 

  第１章 総則 

（目的） 

第１条 埼玉工業大学大学院（以下「本学大学院」という。）は、仏教精神により個性豊か

にして教養ある社会人を育成するとともに、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥

を究めて、学術文化の進展に寄与することを目的とする。 

２ 本学大学院は、研究科又は専攻ごとの人材の育成に関する目的その他の教育研究上の目

的について、別に各研究科規程で定め，公表するものとする。 

（研究科） 

第２条 本学大学院に、次の研究科を置く。 

一 工学研究科 

二 人間社会研究科 

（課程） 

第３条 工学研究科に、博士課程を置く。 

２ 博士課程は、これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の

課程（以下「博士後期課程」という。）に区分し、前期２年の課程は、これを修士課程と

して取り扱うものとする。 

３ 博士前期課程は、広い視野に立って、精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又

はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目

的とする。 

４ 博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又はその他

の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識

を養うことを目的とする。 

第３条の２ 人間社会研究科に、修士課程を置く。 

２ 修士課程は、広い視野に立って、精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこ

れに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的と

する。 

（専攻） 

第４条 工学研究科に、次の専攻を置く。 

博士前期課程 

一 機械工学専攻 

二 生命環境化学専攻 

三 情報システム専攻 

博士後期課程 

1　ー　学則　1　ー



一 機械工学専攻 

二 生命環境化学専攻 

三 情報システム専攻 

第４条の２ 人間社会研究科に、次の専攻を置く。 

一 情報社会専攻 

二 心理学専攻 

（収容定員） 

第５条 工学研究科及び人間社会研究科（以下それぞれ「研究科」という。）の専攻別収容

定員は、別表１のとおりとする。 

（研究科及びその長） 

第６条 研究科に、研究科長を置く。 

２ 研究科長は、博士後期課程の研究指導教員の教授のうちから選出する。ただし、人間社

会研究科の研究科長は、修士課程の研究指導教員の教授のうちから選出する。 

３ 研究科長は、研究科に関する校務をつかさどる。 

４ 研究科長は、研究科教授会を招集し、議長となる。 

５ 研究科長に事故あるときは、先任の専攻主任が研究科長の事務を代行する。ただし、専

攻主任の就任時期が同一のときは、年長者とする。 

６ 専攻主任については、埼玉工業大学大学院工学研究科規程又は埼玉工業大学大学院人間

社会研究科規程（以下それぞれ「研究科規程」という。）において定める。 

（研究科教授会） 

第７条 研究科に研究科教授会を置く。 

２ 研究科教授会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

一 研究科長 

 二 研究科担当の専任教員 

３ 研究科教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述べるも

のとする。 

一 学生の入学及び課程の修了 

二 学位の授与 

三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科教授会の意見を

聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 

４ 研究科教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長がつかさどる教育研究

に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

５ 研究科教授会は、構成員の過半数の出席を必要とし、出席者の過半数をもって議決する

ものとする。ただし、この学則及び他の規定で別段の定めをするときは、この限りでな

い。 

６ 研究科教授会は、第２項に定める以外の者の出席を求めて、その意見を聴取することが
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できる。 

  第２章 学年及び学期等 

（学年） 

第８条 学年は、４月初日に始まり、翌年の３月末日に終わる。 

２ 前項の規定にかかわらず、１０月に入学した者については、「４月」を「１０月」に、

「３月」を「９月」に、それぞれ読み替えるものとする。 

（学期） 

第９条 学期は、次の２期に分ける。 

前期   ４月初日から９月末日まで 

 後期  １０月初日から翌年の３月末日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、１０月に入学した者については、「前期」を「後期」に、

「後期」を「前期」に、それぞれ読み替えるものとする。 

（１年間の授業期間） 

第１０条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原

則とする。 

（各授業科目の授業期間） 

第１１条 （削除） 

（休業日） 

第１２条 休業日は、次のとおりとする。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日 

三 創立記念日  １月１０日 

四 春期休業 

五 夏期休業 

六 冬期休業 

２ 前項第４号から第６号までの休業期間は、研究科長が別に定める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、学長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日に

授業をすることがある。 

  第３章 修業年限及び在学年限 

（修業年限） 

第１３条 博士前期課程及び修士課程の標準修業年限は、２年とし、博士後期課程の標準修

業年限は、３年とする。 
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（在学年限） 

第１４条 博士前期課程及び修士課程の在学年限は、４年とし、博士後期課程の在学年限

は、６年とする。 

２ 前項の年限に達したときは、学生の身分を失う。 

  第４章 教育課程の編成及び教育方法等 

（教育課程） 

第１５条 研究科の各専攻の授業科目、単位及び研究指導の内容並びに履修方法について

は、この学則に定めるもののほか、各研究科の定めるところによる。授業科目の単位を定

めるに当たっては、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成す

ることを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学

修等を考慮して次の基準により単位数を計算するものとする。 

２ 工学研究科の授業科目の単位数は、講義については１５時間から３０時間までの範囲

で、演習及び輪講については３０時間から４５時間までの範囲で、実験、実習、研究、又

は講究については４５時間から６０時間までの範囲で、工学研究科が定める時間の授業を

もって１単位とする。 

３ 人間社会研究科の授業科目の単位数は、講義、輪講及び演習については１５時間から 

３０時間までの範囲で、実験及び実習については３０時間から４５時間までの範囲で、人

間社会研究科が定める時間の授業をもって１単位とする。 

（教育課程の編成方法） 

第１６条 工学研究科の教育課程は、各授業科目を選択科目とする。 

第１６条の２ 人間社会研究科の教育課程は、授業科目を必修科目、選択必修科目及び選択

科目とする。 

（授業及び研究指導） 

第１７条 研究科における教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以

下「研究指導」という。）により行う。 

（研究指導教員） 

第１８条 研究指導教員は、大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第９条に掲げ

る資格を有する研究指導担当適格者とする。 

２ 学生は、前条に定める研究指導を受けるに当たり、その属する専攻の教員を研究指導教

員とし、当該教員に授業科目の履修指導及び研究指導を受けなければならない。ただし、

その研究指導教員の許可を得て、同一研究科の他の教員に、併せて研究指導を受けること

ができる。 

（履修方法） 

第１９条 学生は、研究指導教員の指示によって授業科目を履修し、必要な研究指導を受け

るものとする。 
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第２０条 博士前期課程又は修士課程の学生は、第２７条に定める修了に必要な単位数のう

ち、所属する専攻の授業科目のうちから、２０単位以上を修得しなければならない。ただ

し、この学則又は研究科規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 博士前期課程又は修士課程の学生は、研究指導教員の許可を得て、他の専攻の授業科目

を履修し、そのうち１０単位を超えない範囲で、博士前期課程又は修士課程の修了に必要

な単位数に含めることができる。ただし、研究科規程に別段の定めがあるときは、この限

りでない。 

第２０条の２ 博士後期課程の学生は、第２７条の２に定める修了に必要な単位数のうち、

所属する専攻の授業科目のうちから、８単位以上を修得しなければならない。ただし、こ

の学則又は研究科規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 博士後期課程の学生は、研究指導教員の許可を得て、他の専攻の授業科目を履修し、そ

のうち４単位を超えない範囲で、博士後期課程の修了に必要な単位数に含めることができ

る。 

（他の大学の大学院における授業科目の履修等） 

第２０条の３ 研究科長は、教育上有益と認めるときは、学生が、他の大学の大学院におい

て、専攻分野に関する授業科目を履修し、単位を修得しようとするときは、他の大学の大

学院における授業科目の履修を許可することができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位を、博士前期課程又は修士課

程にあっては１５単位を超えない範囲で、博士後期課程にあっては２単位を超えない範囲

で、当該研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただ

し、本学大学院で合わせて１５単位を超えない範囲とする。 

３ 学生が外国の大学院に留学する場合は、学則第４０条から第４２条までの規定を適用す

る。 

（特別聴講） 

第２１条 （削除） 

（他の大学の大学院又は研究所等における研究指導） 

第２２条 研究科長は、教育上有益であると認めるときは、学生が、他の大学の大学院又は

研究所等において、課程修了に必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただ

し、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。 

２ 前項の規定は、学生が、外国の大学の大学院又は研究所等において研究指導を受ける場

合に準用する。 

３ 第１項に定める他の大学の大学院又は研究所等における研究指導の許可は、研究科規程

の定めるところによる。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第２３条 研究科長は、教育上有益であると認めるときは、学生が、入学する前に本学大学
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院及び他の大学の大学院において履修した授業科目について、修得した単位（科目等履修

生の規定により修得した単位を含む。）を、当該研究科に入学した後の授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、

転学等の場合を除き、研究科において修得した単位以外のものについては、博士前期課程

又は修士課程にあっては合わせて１５単位を、博士後期課程にあっては合わせて２単位を

超えないものとする。ただし、本学大学院で合わせて１５単位を超えない範囲とする。 

３ 前項の規定により、本学大学院において履修により修得したものとみなすことができる

単位数は、第２０条の３第２項及び第３項による履修により修得したものとみなすことが

できる単位数と合わせて２０単位を超えないものとする。 

（教育方法の特例） 

第２４条 研究科長は、教育上特別の必要があると認めるときは、研究科の定めるところに

より、通例と異なる特定の時間又は時期において、授業又は研究指導を行う等の適当な方

法により、教育を行うことができる。 

  第５章 成績の評価及び課程修了の認定 

（単位の授与） 

第２５条 研究科は、一の授業科目を履修した学生に対して、試験の上、単位を与えるもの

とする。 

（成績の評価） 

第２６条 授業科目、学位論文審査及び最終試験の優、良、可又は不可の評点並びに合格又

は不合格の判定は、次のとおりとする。 

一 授業科目 

(1) 優  合 格 

(2) 良  合 格 

(3) 可  合 格 

(4) 不可  不合格 

二 学位論文 

イ 博士前期課程又は修士課程 ロ 博士後期課程

(1) 優  合 格 (1) 合 格

(2) 良  合 格 (2) 不合格

(3) 可  合 格 

(4) 不可  不合格 

三 最終試験 

(1) 合 格

(2) 不合格
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２ 学生が、他の大学の大学院において修得した授業科目の単位の成績の評価は、合格又は

不合格とする。ただし、評点を付すことを妨げない。 

３ 次条第２項に定める特定の課題についての研究の成果の審査及び成績の評価について

は、第１項の規定を準用する。 

（博士前期課程又は修士課程の修了要件等） 

第２７条 博士前期課程又は修士課程の修了の要件は、大学院に２年以上在学し、所要の授

業科目を履修して、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文

の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を

上げた者については、特例として、大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項ただし書きの場合において、当該博士前期課程の目的に応じ、適当と認められると

きは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代えることが

できる。 

３ 博士前期課程又は修士課程の修了の認定は、研究科教授会の審議を経て、学長が行う。 

４ 学位論文の審査及び最終試験については、埼玉工業大学大学院学位規程（以下「学位規

程」という。）の定めるところによる。 

（博士後期課程の修了要件等） 

第２７条の２ 博士後期課程の修了の要件は、次項に該当する場合を除き、以下に掲げる各

号を満たすこととする。 

一 博士後期課程に３年以上在学すること。ただし、優れた業績を上げた者については、

特例として、博士後期課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

二 所要の授業科目を履修して、博士後期課程において１２単位以上を修得すること。 

三 必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格すること。 

２ 本学又は他大学の博士前期課程又は修士課程に１年以上２年未満在学し当該課程を修了

した者の博士後期課程の修了要件は、以下に掲げる各号を満たすこととする。 

一 博士後期課程に３年以上在学すること。ただし、優れた業績を上げた者については、

特例として、本学又は他大学の博士前期課程又は修士課程における２年未満の在学期

間を含めて大学院に３年間在学すれば足りるものとする。 

二 所要の授業科目を履修して、博士後期課程において１２単位以上を修得すること。 

三 必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格すること。 

３（削除） 

４ 博士後期課程修了の認定は、研究科教授会の審議を経て、学長が行う。 

５ 学位論文の審査及び最終試験については、学位規程の定めるところによる。 

第６章 学位 

（学位の授与） 

第２８条 学長は、博士前期課程又は修士課程を修了した者に対し、修士の学位を授与す
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る。 

２ 学長は、博士後期課程を修了した者に対し、博士の学位を授与する。 

３ 前項で規定するもののほか、博士の学位は、本学大学院の行う博士論文の審査に合格

し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すると確認された者にも

授与することができる。 

４ 学位には、専攻分野の名称を付記するものとする。 

５ 学位に付記する専攻分野の名称は、工学研究科については工学又は学術とし、人間社会

研究科については情報社会又は心理学とする。 

６ その他学位に関する事項は、学位規程の定めるところによる。 

第７章 入学、留学、休学及び退学 

（入学資格） 

第２９条 博士前期課程又は修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当す

る者とする。 

一 学校教育法第８３条に定める大学を卒業した者 

二 学校教育法第１０４条第４項の規定により、学士の学位を授与された者 

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

四 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

五 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６

年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を修了した者 

六 専修学校の専門課程（就業年限が４年以上であることその他文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者 

七 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号） 

八 大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における１５年の課程を修了し、

若しくは外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における１５年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績

をもって修得したものと、本学大学院において認めた者 

九 学校教育法第１０２条第２項の規定により、他の大学院に入学した者であって、本学

大学院の教育を受けるにふさわしい学力があると、本学大学院において認めたもの 

十 個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本学大学院

において認めた者で、２２歳に達したもの 

第２９条の２ 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものと

する。 
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一 修士の学位を有する者 

二 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者 

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位に

相当する学位を授与された者 

四 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号） 

五 個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると、本学

大学院において認めた者で、２４歳に達したもの 

（入学志願） 

第３０条 入学を志願する者は、所定の出願書類を指定の期日までに、学長に提出しなけれ

ばならない。 

（入学志願者の選考） 

第３１条 学長は、入学志願者について入学試験を行い、合格者を決定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、本学の卒業者については、研究科の定めるところに従い、各

専攻別受入予定人員の半数以内に限り、別途選考を行い、入学させることができる。 

３ 選考の方法は、研究科教授会の審議を経て、研究科長が定める。 

第３２条 前条第１項の入学試験は、筆記試験又は口述試験のいずれか又はこれらを併せ

行うこととし、研究科が必要と認めたときは、論文審査を加え、その他大学の成績証明

書の内容を考慮することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、社会人又は外国人留学生の選考については、それぞれの志願

者の状況に応じて適切と認められる方法により、入学試験を行うことができる。 

（再入学、修士入学及び博士入学） 

第３３条 学長は、前２条の規定にかかわらず、次に掲げる者を入学させることがある。 

一 中途退学者で再入学を志願する者 

二 修士入学を志願する者 

三 博士入学を志願する者 

（転入学） 

第３４条 他の大学院に在学している者が、本学大学院に転入学を志願するときは、新たに

入学を志願する者の例による。ただし、学長が、当該大学の大学院における単位の修得状

況及び成績等を総合的に判断して適当であると認めるときは、入学させることができる。 

第３５条 前３条の規定により、入学を許可された者の在学期間及び履修単位は、研究科長

が定める。 

（入学時期） 

第３６条 入学の時期は、学年の初めとする。ただし、学長が必要と認めるときは、学期の

初めに入学させることができる。 
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（入学手続） 

第３７条 入学試験の合格者は、入学手続要項に定める書類を指定の期日までに、学長に提

出しなければならない。 

（入学許可） 

第３８条 学長は、前条に規定する入学手続を完了した者について、入学を許可する。 

（所属専攻の変更） 

第３９条 研究科長は、本学大学院の一つの専攻の学生が、他の専攻に所属の変更を志願す

る場合において、特別の事情があると認めるときは、研究科教授会の審議を経て、所属専

攻の変更を許可することができる。 

（留学） 

第４０条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が休学することなく、外国の大学の大

学院において、専攻分野に関する授業科目を履修し、単位を修得することを許可すること

ができる。 

２ 前項の規定により、外国の大学の大学院において修学する期間は、おおむね１年を限度

とする。 

第４１条 研究科長は、学生が留学の期間において、履修した授業科目について修得した

単位を、第２０条の３第２項の規定を準用し、当該研究科における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができる。 

第４２条 留学の許可及び単位の認定を受けようとする者は、所定の申請書を学長に提出

しなければならない。 

２ 留学及び修得した単位の認定等については、各研究科規程の定めるところによる。 

（休学） 

第４３条 学生が、病気のため、引き続き２か月以上修学することができない場合におい

て、休学を希望するときは、所定の申請書を学長に提出し、許可をうけなければならな

い。 

２ 学長は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認めたときは、休学を許可する。 

３ 学長は、学生が病気等のため、修学することが適当でないと認めたときは、休学を命ず

ることができる。 

（休学の期間） 

第４４条 博士前期課程又は修士課程においては、休学の期間は、２年を超えることはでき

ない。 

２ 博士後期課程においては、休学の期間は、３年を超えることはできない。 

３ 休学した期間は、本則第１３条に定める修業年限としての期間及び第１４条に定める在

学年限の期間に算入しない。 
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（復学） 

第４５条 休学の期間内に、その理由がなくなったときは、学長の許可を得て、復学するこ

とができる。 

２ 前項の場合において、病気により休学した者については、医師の診断書等に基づき、修

学に差し支えないと認めた場合に限り、復学を許可するものとする。 

（願い出による退学） 

第４６条 退学しようとする者は、その理由を記載した書面を提出して、学長に願い出なけ

ればならない。 

２ 他の大学の大学院に転学する場合も、前項と同様とする。 

（命令による退学） 

第４７条（削除） 

第８章 特別聴講学生、科目等履修生、特別研究学生及び大学院研究生 

（特別聴講学生） 

第４８条 研究科長は、国内の他の大学の大学院学生が、本学大学院において、専攻分野に

関する授業科目を履修し、単位を修得しようとするときは、当該大学と本学との協定に基

づき、特別聴講学生として、授業科目の履修を許可することができる。 

２ 前項の規定は、外国の大学の大学院学生が、本学大学院において専攻分野に関する授業

科目を履修し、単位を修得しようとする場合に準用する。 

３ 特別聴講学生に対する所定の単位の授与については、本学大学院学生の場合と同様の方

法によるものとする。 

４ 特別聴講学生が、本学の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。 

（科目等履修生） 

第４９条 研究科長は、本学大学院学生以外の者が、一又は複数の授業科目を履修し、単位

を修得しようとするときは、科目等履修生として、当該授業科目の履修を許可することが

できる。 

２ 科目等履修生に対する単位の授与については、第２５条及び第２６条の規定を準用す

る。 

３ 科目等履修生が、本学の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。 

４ 科目等履修生に関する事項は、別に定める。 

（特別研究学生） 

第５０条 研究科長は、国内の他の大学の大学院学生が、本学大学院において、研究指導を

受けようとするときは、当該学生の所属する大学院又はその研究科との協定に基づき、当

該学生を特別研究学生として、研究指導を受けることを許可することができる。 

２ 前項の規定は、外国の大学の大学院学生が、本学大学院において、研究指導を受けよう
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とする場合に準用する。 

３ 特別研究学生が、本学の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。 

（大学院研究生） 

第５１条 研究科長は、大学院学生以外の者が、本学大学院において、特定の事項の研究指

導を受けようとするときは、大学院研究生として、入学させることができる。 

２ 大学院研究生の入学、研究その他の事項については、別に定める。 

  第９章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第５２条 日本国籍以外の国籍を有する者で、教育を受ける目的をもって来日しているもの

又は来日する予定のもの（以下「外国人留学生」という。）は、入学定員内として入学さ

せるものとする。 

第５３条 外国人留学生の入学資格は、第２９条又は第２９条の２の各号の一に該当するも

のとする。 

第５４条 学長が、外国人留学生の入学を許可する時期は、学年又は学期の始めとする。 

第５５条 （削除） 

第５６条 外国に居住する外国人が入学を志願するときは、提出書類により予備選考を行

い、合格、不合格を決定し、合格者に対しては、次条に定める特別の入学試験を受験させ

る旨通知する。 

第５７条 外国人留学生に対しては、研究科規程の定めるところにより、特別の入学試験

を行い、入学させるものとする。ただし、学長が、特別の事情があると認めるときは、前

条に定める予備選考をもって、入学させることができる。 

２ 外国において、高等学校及び大学の課程を卒業した日本国籍を有する者に対しては第

５２条の規定にかかわらず、その実情に応じて、前項に準じた方法により、入学試験

を行うことができる。 

  第１０章 社会人学生 

（社会人学生） 

第５８条 社会人として既に職業等に就いている者（以下「社会人」という。）で、第２９

条又は第２９条の２の各号の一に該当するものは、入学定員内として入学させるものとす

る。 

第５９条 学長は、社会人が入学を志願したときは、特別の入学試験を行い、社会人学生と

して入学させるものとする。 

２ 社会人学生に対しては、授業時間等について、特別の配慮を行うものとする。 
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  第１１章 検定料、入学金、授業料 

（検定料、入学金、授業料） 

第６０条 検定料、入学金、授業料の額は、別表２に定める額とする。 

２ 再入学又は編入学をした者にかかる授業料の額は、当該入学者の属する学年の在学生に

かかる額と同額とする。 

（検定料の納付） 

第６１条 大学院学生として入学を志願する者は、指定の期日までに、検定料を納付しなけ

ればならない。 

２ 大学院研究生又は科目等履修生として入学又は履修を志願する者は、指定の期日まで

に、検定料を納付しなければならない。 

３ 既納の検定料は、いかなる事由があっても返還しない。 

４ 再入学生、特別聴講学生及び特別研究学生にかかる検定料は、徴収しない。 

（入学金の納付） 

第６２条 第３８条に定める入学試験の合格者は、指定の期日までに、入学金を納付しなけ

ればならない。ただし、博士前期課程の合格者のうち、本学の学部を卒業した者、卒業見

込の者及び本学の学部に在学し、かつ、学則第２９条第６号に該当する者が入学を許可さ

れたとき、若しくは、博士後期課程の合格者のうち、本学の博士前期課程を修了した者及

び修了見込の者が入学を許可されたときは、入学金を免除する。 

２ 再入学を認められた者は、認められた日から７日以内に、入学金を納付しなければなら

ない。 

３ 大学院研究生又は科目等履修生として入学又は履修を認められた者は、学期の始まる前

までに、入学金を納付しなければならない。ただし、本学の学部を卒業した者及び本学大

学院を修了した者が、大学院研究生又は科目等履修生として入学又は履修するときは、入

学金を免除する。 

４ 既納の入学金は、いかなる事由があっても返還しない。 

５ 特別聴講学生及び特別研究学生にかかる入学金は、徴収しない。 

（授業料の納付） 

第６３条 授業料は、年額とする。ただし、年度を前期及び後期に分けて、それぞれ所定の

期日までに、年額を２分の１に分けて納付することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、入学年度の前期の授業料については、指定の期日までに、納

付しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、特別研究学生及び大学院研究生の授業料は、月額とし、各

学期の始まる前までに、月額の６か月分の授業料を納付しなければならない。 

４ 特別聴講学生及び科目履修生の授業料は、各学期の履修登録期間終了までに、履修しよ

うとする単位数に応じて、６か月分を納付しなければならない。 
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５ 前２項の規定にかかわらず、特別聴講学生及び特別研究学生にかかる協議に基づいて、

別段の定めがあるときは、当該協議の定めるところによる。 

６ 既に納付した授業料は、返還しない。ただし、第１項又は第２項の授業料を納付した者

が、次の各号の一に該当するときは、納付した者の申し出により、納付した授業料の額を

限度として、授業料相当額を返還する。 

一 前期又は後期の授業料を納付した者が、前期又は後期の初日の前日までに休学、退学

又は転学したとき。 

二 授業料を納付した者が、入学年度の前年度の３月末日までに入学を辞退したとき。た

だし、１０月初日に入学する者については、９月末日（以下、本章において同じ。）

までとする。 

（休学者の授業料） 

第６４条 本則４３条により休学する者は、その休学期間に応じ、在籍料を授業料に代え

て納入しなければならない。 

２ 休学期間中に休学を中断して復学した者は、復学した期における所定の授業料を納入す

るものとし、その期の既納在籍料は返還する。 

３ 休学者の在籍料に関する詳細については、休学者の在籍料に関する細則により別に定め

る。 

（所定の期日及び指定の期日） 

第６５条 本章に定める所定の期日とは、前期については、４月末日、後期については、９

月末日とする。 

２ この学則に定める指定の期日とは、入学試験要項又は入学手続要項に定める期間とす

る。 

（授業料の延納） 

第６６条 特別の理由により、授業料を所定の期日までに納付できない場合において、願い

出て、許可されたときは、所定の期日から起算して３か月間、所定の期日を延長する。 

（指定の期日までに入学金、授業料を納付しなかった場合の効果） 

第６７条 本章に定める入学金、授業料を指定の期日までに納付しなかったときは、その指

定の期日の満了をもって、入学資格が消滅する。ただし、入学金、授業料の一部又は全部

を免除若しくは不徴収とされた者については、この限りでない。 

  第１２章 賞罰 

（表彰） 

第６８条 学長は、学生が、次の各号の一に該当すると認めたときは、これを表彰する。 

一 人物、学業ともに優秀で、他の学生の模範とするに足るとき。 

二 善行が特に顕著なとき。 
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三 本学の名声を高める行為を行ったとき。 

（懲戒） 

第６９条 学長は、学生が本学の規定に違反し、又は学生としての本分に反する行為があっ

たときは、研究科教授会の審議を経て、これを懲戒する。 

２ 懲戒は、退学、停学及び訓告の処分とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当するときに行う。 

一 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。 

二 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。 

三 正当の理由がなくて出席常でないとき。 

四 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。 

４ 第２項に定める停学及び訓告は、前項の退学との比較均衡を考慮するとともに、教育上

必要な配慮により、行うものとする。 

（除籍） 

第７０条 学長は、学生が、次の各号の一に該当するときは、研究科教授会の審議を経て、

これを除籍する。 

一 正当の事由なく所定の授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しなかったとき。 

二 第１４条に定める在学年数に達したとき。 

三 死亡又は行方不明の届出のあったとき。 

四 正当の事由なく履修届を提出しないとき。 

  第１３章 教育職員免許状 

（教育職員免許状） 

第７１条 学生が、埼玉工業大学学則に定める中学校教諭１種及び高等学校教諭１種の教育

職員免許状（以下「免許状」という。）授与の所要資格を取得しようとするときは、教育

職員免許法及び同法施行規則に規定する教科及び教科の指導法に関する科目、教育の基礎

的理解に関する科目等の単位を修得しなければならない。 

２ 教育職員免許法に定める中学校教諭１種及び高等学校教諭１種免許状授与の所要資格を

取得するために必要な前項の教科の単位は、本学大学院の修了要件としての単位に含める

ことはできない。 

（教育職員専修免許状） 

第７２条 工学研究科の学生が、教育職員免許法に定める中学校教諭専修免許状（理科）又

は（技術）授与の所要資格を取得しようとするときは、中学校教諭１種免許状（理科）又

は中学校教諭１種免許状（技術）授与の所要資格を有し、かつ、大学院工学研究科博士前

期課程の修了を基礎資格とし、各専攻において、研究科で定める免許状取得に必要な専門

科目を２４単位以上修得しなければならない。 

２ 工学研究科の学生が、教育職員免許法に定める高等学校教諭専修免許状（理科）又は
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（情報）又は（工業）授与の所要資格を取得しようとするときは、高等学校教諭１種免許

状（理科）又は高等学校教諭１種免許状（情報）又は高等学校教諭１種免許状（工業）授

与の所要資格を有し、かつ、大学院工学研究科博士前期課程の修了を基礎資格とし、各専

攻において、研究科で定める免許状取得に必要な専門科目を２４単位以上修得しなければ

ならない。 

３ 人間社会研究科の学生が、教育職員免許法に定める高等学校教諭専修免許状（公民）又

は（情報）授与の所要資格を取得しようとするときは、高等学校教諭一種免許状（公民）

又は高等学校教諭一種免許状（情報）授与の所要資格を有し、かつ，大学院人間社会研究

科の修了を基礎資格とし、各専攻において、研究科で定める免許状取得に必要な専門科目

を２４単位以上修得しなければならない。 

４ 免許状の種類については、別表３に掲げるとおりとする。 

  第１４章 学則の変更  

（学則の変更） 

第７３条 この学則の変更は、研究科教授会の審議を経て、理事会が決定する。 

附 則 この学則は、平成１０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成１２年 １月２２日から施行する。 

附 則 この学則は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成１４年 ５月２５日から施行し、平成１４年 ４月 １日から適用する。 

附 則 この学則は、平成１５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

２ 第７２条の規定については、平成１９年度以降の入学者に適用し、平成１８年度以前の

入学者は、従前のとおりとする。 

（埼玉工業大学大学院博士前期課程物質科学工学専攻の存続に関する経過措置） 

埼玉工業大学大学院博士前期課程物質科学工学専攻は、改正後の学則第４条の規定にか

かわらず、平成１９年 ３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくな

るまでの間、存続するものとする。 

附 則 この学則は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

（埼玉工業大学大学院博士後期課程物質科学工学専攻の存続に関する経過措置） 

埼玉工業大学大学院博士後期課程物質科学工学専攻は、改正後の学則第４条の規定にか

かわらず、平成２２年 ３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくな

16　ー　学則　16　ー



るまでの間、存続するものとする。 

附 則 この学則は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

２ 第４４条および第６４条については、平成３０年 ３月３１日在籍者から適用する。 

（埼玉工業大学大学院工学研究科の博士前期課程システム工学専攻、電子工学専攻、応用

化学専攻及び博士後期課程システム工学専攻、電子工学専攻、応用化学専攻の存続に関

する経過措置） 

  埼玉工業大学大学院工学研究科博士前期課程及び博士後期課程のシステム工学専攻、電

子工学専攻、応用化学専攻は改正後の学則第４条の規定にかかわらず、平成３０年 ３

月３１日に当該専攻に在籍する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するもの

とする。 

附 則 この学則は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、令和 ７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、令和 ８年 ４月 １日から施行する。 
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平成１７年度以降の入学者に適用する

別表２（第６０条関係）

授業料

　　上記の授業料は、年額とする。

　検定料、入学金、授業料

入学金

　250,000円

　800,000円

入学金

　〔博士後期課程〕

授業料

　900,000円

機械工学専攻 2人 6人

生命環境化学専攻

10人 20人
人間社会研究科

情報システム専攻 2人 6人

6人

研究科名 専　　攻
修士課程

入学定員 収容定員

計 6人 18人

別表１（第５条関係）

研究科名 専　　攻

7人

工学研究科

研究科名 専　　攻
博士後期課程

入学定員 収容定員

　収容定員

博士前期課程

6人 12人

入学定員 収容定員

機械工学専攻

検定料

生命環境化学専攻 7人 14人

情報社会専攻 5人 10人

計 15人 30人

情報システム専攻

2人

20人 40人

14人

計

心理学専攻

　〔博士前期課程及び修士課程〕

検定料

 20,000円

工学研究科

平成２６年度以降の入学者に適用する

平成２６年度以降の入学者に適用する  20,000円 　250,000円 　500,000円

 20,000円 　250,000円

平成１８年度以降の入学者に適用する

　　上記の授業料は、年額とする。

 20,000円 　250,000円 　600,000円

令和 ５年度以降の入学者に適用する  20,000円 　250,000円 　300,000円

18　ー　学則　18　ー



ただし、本学の学部を卒業した者及び本学の大学院を修了した者は、科目等履修生の1単位あたり
半額の10,000円とし、大学院研究生授業料は、半期120,000円とする。

30,000円 180,000円　(半 期)

10,000円

授　　業　　料

 15,000円　(１単位)

検定料

大学院研究生 10,000円

入学金

人間社会研究科
情報社会専攻

心理学専攻

工学研究科
博士前期課程

専　　攻

免 許 状 の 種 類研 究 科 専　　攻

特別聴講学生

科目等履修生 30,000円

情報システム専攻 高等学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

特別研究学生

機械工学専攻
高等学校教諭専修免許状

　特別聴講学生、科目等履修生、特別研究学生及び大学院研究生の検定料、

　入学金及び授業料

理科

中学校教諭専修免許状

生命環境化学専攻

 20,000円　(１単位)

30,000円　(月 額)

別表３（第７２条関係）

研 究 科 免 許 状 の 種 類

情報

公民

中学校教諭専修免許状

理科

技術

中学校教諭専修免許状

技術

工業

情報

工業

高等学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状
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変更事項を記載した書類 

（１） 変更の事由
⼈間社会研究科 情報社会専攻及び⼼理学専攻の⼊学定員及び収容定員の変更に伴い、学則を以
下の通り変更

（２） 変更点
別表１（第５条関係）  ⼈間社会研究科（情報社会専攻･⼼理学専攻）の⼊学定員及び収容定員

を変更する。 

附則 学則改正の施⾏⽇を令和８年４⽉１⽇とする。 

以上 
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（中略）

附　則　この学則は、令和８年４月１日から施行する。

５０人

入学定員 収容定員

人間社会研究科
情報社会専攻 １０人 ２０人

心理学専攻 １５人

旧（令和７年度）

別表１（第５条関係）

３０人

１５人計

人間社会研究科

研究科名 専 攻

３０人

研究科名

　収容定員

専 攻
修士課程

入学定員 収容定員

計

２０人

２５人

埼玉工業大学大学院学則新旧比較対照表

　収容定員

情報社会専攻

心理学専攻

１０人

新（令和８年度以降）

別表１（第５条関係）

５人

１０人

修士課程
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埼玉工業大学学則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 埼玉工業大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法に基づき、

学術を中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、仏教精神

により個性豊かにして教養ある社会人を育成することに努め、もって人類の平和と福祉に

貢献し、かつ、我が国の文化及び産業の発展に寄与することを目的とする。 

２ 本学は、学部及び学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について、

別に学部規程で定め、公表する。 

第２章 構成 

（組織） 

第２条 本学に次の組織を置く。 

大学院工学研究科 

博士前期課程 機械工学専攻 生命環境化学専攻 情報システム専攻 

博士後期課程 機械工学専攻 生命環境化学専攻 情報システム専攻 

大学院人間社会研究科 

修士課程   情報社会専攻 心理学専攻 

工学部 

機械工学科  生命環境化学科  情報システム学科 

人間社会学部 

情報社会学科  心理学科 

２ 大学院については、埼玉工業大学大学院学則を別に定める。 

（入学定員及び収容定員） 

第３条 入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

  工学部 

学 科   入学定員   収容定員 

機械工学科 １００名    ４００名 

生命環境化学科 ６０名    ２４０名 

情報システム学科     ２００名   ８００名 

計  ３６０名  １,４４０名 

人間社会学部 

学 科   入学定員  収容定員 

  情報社会学科  ９０名    ３６０名 

  心理学科   ５０名    ２００名 
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              計         １４０名      ５６０名 

 

第３章 修業年限及び在学期間 

（修業年限及び在学期間） 

第４条 修業年限は、４年とする。ただし、在学期間は、８年を超えることはできない。 

 

第４章 学年、学期、授業期間及び休業日 

（学年） 

第５条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第６条 学年は、これを次の２学期に分ける。 

前 期   ４月１日から９月３０日まで 

   後 期  １０月１日から翌年の３月３１日まで 

   ただし、必要があるときは、前期の終了日及び後期の開始日を変更することがある。 

（授業期間） 

第７条 １年間の授業を行う期間は定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原則と

する。 

（休業日） 

第８条 休業日は、次のとおりとする。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日 

三 創立記念日  １月１０日 

四 春期休業 

五 夏期休業 

六 冬期休業 

２ 前項第４号から第６号までの休業期間は、学長が別に定める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、学長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業

日に授業をすることがある。 

 

  第５章 教育課程及び履修方法 

（教育課程の編成） 

第９条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択必修科目、選択科目及び自由科目に分

け、これを各年次に配当して編成する。 

２ 工学部又は人間社会学部（以下「学部」という。）の各学科における授業科目及び単位

数は、埼玉工業大学工学部規程（以下「工学部規程」という。）又は埼玉工業大学人間社

会学部規程（以下「人間社会学部規程」という。）の定めるところによる。 

３ 工学部一括型により入学した学生を対象とする授業科目及び単位数は、工学部規程
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の定めるところによる。 

（授業の方法） 

第１０条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの

併用により行うものとする。 

２ 工学部長又は人間社会学部長（以下「学部長」という。）は、教育上有益と認めるとき

は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

（単位） 

第１１条 前条に規定する授業科目の単位を定めるに当たっては、１単位の授業科目を４５

時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該

授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して次の基準により単位数を計算

するものとする。 

一 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で、各学部が定める時間

の授業をもって１単位とする。 

二 実験、実習、実技については、３０時間から４５時間までの範囲で、各学部が定める

時間の授業をもって１単位とする。 

三 卒業研究等については、学修の成果を評価して単位を授与することとし、それらに必

要な学修等を考慮して単位数を定める。 

（履修の方法） 

第１２条 学生は、授業科目を開講する当該学年又は学期の初めに、当該学年又は学期に履

修する授業科目を届け出て、学部長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の授業科目の届出は、原則として、１年を通じて５０単位を超えない範囲内におい

て、各学部が定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者（以下「成績

優秀学生」という。）については、当該学部長の許可を得て、その上限を超えて履修する

授業科目の登録を認めることがある。 

 一 工学部に１年以上在学する学生のうち、留年しておらず、かつ、前年度末までの累積

ＧＰＡが３.２５以上の者 

 二 人間社会学部に１年以上在学する学生のうち、前年度に３０単位以上を修得し、か

つ、前年度末までの累積ＧＰＡが３.２５以上の者 

３ 学生は、届け出た授業科目以外の授業科目を履修することはできない。 

４ 本条に定めるもののほか、履修に関する事項は、別に定める。 

 

第６章 試験及び成績 

（単位の認定） 

第１３条 各授業科目を履修した学生に対しては、試験の上、所定の単位を与えるものとす

る。ただし、第１１条第３号の授業科目については、学修の成果を評価して単位を与える

ことができる。 
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（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第１４条 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が、他の大学又は短期大学において

履修した授業科目について修得した単位を、６０単位を超えない範囲において当該学部に

おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第１５条 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の

専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該学部における授業科

目の履修とみなし、単位を認定することができる。 

２ 前項により認定することができる単位数は、前条第１項及び第２項により当該学部にお

いて修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第１６条 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学に

おいて履修した授業科目について修得した単位（次条の規定により修得した単位を含

む。）を、入学した後の当該学部における授業科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。 

２ 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った前条第１項に規定す

る学修を当該学部における授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を認定する

ことができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は認定することのできる単位数は、編入学、転

学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第１４条第１項及

び第２項並びに前条第１項により当該学部において修得したものとみなす単位数と合わせ

て６０単位を超えないものとする。 

４ 工学部一括型により入学した学生については、学科への所属後に本条を適用する。 

（科目等履修生の単位認定） 

第１７条 学部長は、本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修するもの（以下

「科目等履修生」という。）に対し、単位を与えることができる。 

２ 科目等履修生に対する単位の認定については、第１３条の規定を準用する。 

（試験） 

第１８条 試験は、筆記試験、口述試問、論文その他とし、その方法については、各授業科

目の担当教員が、これを定める。 

（試験の時期） 

第１９条 試験は、毎学年末又は毎学期末に行う。 

２ 前項の定期試験のほかに、臨時に試験を行うことがある。 

（追試験及び再試験） 

第２０条 追試験及び再試験は、次の各項に掲げる者を対象として、工学部規程又は人間社
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会学部規程の定めるところにより行うことがある。 

２ 追試験は、病気その他やむを得ない事由により、定期試験に欠席した者を対象とする。 

３ 再試験は、試験の結果、単位を認定されなかった者を対象とする。 

（成績） 

第２１条 試験の成績は、優、良、可及び不可の４段階とし、可以上を合格、不可を不合格

とする。 

２ 学生が、他の大学等における授業科目の履修において修得した成績の評価は、合格又は

不合格とする。ただし、評点を付すことを妨げない。 

 

第７章 卒業及び学位 

（卒業） 

第２２条 本学の卒業の要件は、４年以上在学し、所定の授業科目のうちから１２４単位以

上を修得することとする。 

２ 前項の規定により、卒業の要件として修得すべき単位のうち、第１０条第２項の授業の

方法により修得した単位数は、６０単位を超えないものとする。 

３ 卒業の認定は、当該学部の教授会（以下「教授会」という。）の審議を経て、学長が行

う。 

４ 所定の学費を滞納している者は、卒業を認定しない。 

５ 学長は、第１項の規定にかかわらず、本学に３年以上在学した者（これに準ずるものと

して文部科学大臣の定める者を含む。）が、卒業の要件として定める単位を優秀な成績で

修得したと認める場合には、その卒業を認めることがある。 

（学位記の授与） 

第２３条 学長は，前条の規定により，卒業を認定された者に対し，学位記を授与する。 

（学士の学位の授与） 

第２４条 本学を卒業した者には、学士の学位を授与する。 

２ 学位には専攻分野の名称を付記するものとする。 

３ 前項の専攻分野の名称は、次のとおりとする。 

一 工学部を卒業した者           工学 

二  人間社会学部情報社会学科を卒業した者  教養学 

 三  人間社会学部心理学科を卒業した者    心理学 

 

第８章 入学、再入学、転入学、編入学、転学、留学、休学及び退学等 

（入学時期） 

第２５条 入学時期は、学年の始めとする。ただし、学長が特に必要と認めたときは、学期

の始めに入学させることができる。 

（入学資格） 

第２６条 本学に入学の資格ある者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならな
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い。 

一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 二 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

三 文部科学大臣の指定した者 

四 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定したもの 

五 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 

六 大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）により文部科学大臣の行う大

学入学資格検定に合格した者 

七 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）により文部科学大

臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

八 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、１８歳に達したもの 

（入学志願） 

第２７条 入学志願者は、指定日までに本学所定の入学願書、出身高等学校の最終３年間の

学業成績等を記載した調査書に、所定の入学検定料を添えて、学長に提出しなければなら

ない。 

２ 高等学校卒業者以外の入学志願者は、本学の指定する入学資格を証明するに足る書類を

もって前項の調査書に代えることができる。 

（入学試験） 

第２８条 学長は、入学志願者に対して、入学試験を行い、合格者を決定する。 

２ 出身高等学校長の推薦する入学志願者に対する入学試験はその一部を省略することがあ

る。 

３ 外国人留学生又は帰国子女に対する入学試験は、それぞれの状況に応じて行う。 

４ 本条に定めるもののほか、入学試験に必要な事項は、その都度公示する。 

（入学手続） 

第２９条 試験に合格した者は、指定された期日までに、別に定める入学手続要項に基づく

書類を提出し、入学手続を行わなければならない。 

２ 学長は、前項に規定する入学手続きを完了した者について、入学を許可する。 

（連帯保証人） 

第３０条 前条の保証書には、連帯保証人１名を定めるものとする。 

２ 連帯保証人は、父母又はこれに準ずる者とする。 

 

（連帯保証人の責務） 

第３１条 連帯保証人は、入学を許可された者の誓約の履行に関し、保証書に定める内容を
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連帯保証する。 

（保証人の変更） 

第３２条 保証人が死亡し、又はその他の事由で、その責務を果し得ない場合には、新たに

保証人を選定して届け出なければならない。 

（保証人の異動） 

第３３条 保証人の住所変更その他異動があったときは、直ちにその旨を届け出なければな

らない。 

（再入学） 

第３４条 学長は、退学を申し出て許可された者が、再入学を志願したときは、選考の上、

これを許可することがある。ただし、第５４条第４号に定める行方不明の場合を除き、懲

戒により退学した者又は除籍された者については、この限りでない。 

２ 再入学者の在学年数は、既に履修した授業科目、単位数及び在学期間等を考慮して、こ

れを定める。 

（転入学） 

第３５条 学長は、他の大学から本学に転入学を志願する者に対して、選考の上、当該他大

学において履修した授業科目及び単位数の一部又は全部を本学における授業科目及び単位

数として認定し、相当の学年に転入学を許可することがある。 

２ 転入学に関する事項は別に定める。 

（編入学） 

第３６条 学長は、本学に編入学を志願する者に対して、前条の第１項の規定を準用し、選

考の上、本学の相当学年に編入学を許可することがある。 

２ 本学に編入学できる者は次のいずれかに該当する者とする。 

一 大学、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者 

二 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者 

三 高等学校の専攻科の課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定

める基準を満たすものに限る。）を修了した者 

四 修業年限が４年以上の大学に２年以上在籍し、本学の定める単位を修得した者 

３ 編入学に関する事項は別に定める。 

（転学） 

第３７条 他の大学へ転学しようとする者は、その事由を付して保証人連署の上、学長に願

い出て、その許可を受けなければならない。 

（転学部及び転学科） 

第３８条 専攻する学部又は学科の変更を願い出る学生には、別に定めるところによりこれ

を許可することがある。 

（留学） 

第３９条 外国の大学に留学しようとする者は、別に定めるところにより、学長の許可を受
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けて留学することができる。 

２ 留学した期間は、卒業要件としての在学年数に含める。 

（休学） 

第４０条 病気その他やむを得ない事由で、引き続き２か月以上学修できない者は、その事

由を記し、保証人連署で学長に願い出、休学の許可を得なければならない。 

２ 病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添えなければならない。 

３ 学長は、健康上、学修することが不適当と認められる者に対して、休学を命ずることが

ある。 

４ 休学した期間は、本則第４条に定める在学期間及び第２２条に定める卒業要件としての

修業年限に定められている期間には算入しない。 

５ 休学期間は、１年以下とする。ただし、特別の事情があるときは、引き続き１年以内に

限って、休学を許可することがある。 

６ 休学期間は、通算して４年を超えることができない。 

（復学） 

第４１条 休学者の復学する時期は、毎学期初めとする。ただし、休学の事由が消滅したと

きは、休学期間を中断して復学することができる。 

２ 休学者が復学するときは、その事由を記し、保証人連署で学長に願い出て、その許可を

受けなければならない。 

（退学） 

第４２条 病気その他の事由により退学しようとする者は、その事由を記し、保証人連署で

学長に願い出て、その許可を受けなければならない。 

 

第９章 入学検定料、入学金、学費、その他の納付金 

（入学検定料） 

第４３条 本学に入学を志願する者は、別表Ⅰ（納付金）第１項に掲げる入学検定料を納付

しなければならない。 

２ 既納の入学検定料は、いかなる事由によっても返還しない。 

（入学金） 

第４４条 入学金は、別表Ⅰ（納付金）第２項に掲げるとおりとする。 

２ 既納の入学金は、別に定めるもののほか、いかなる事由によっても返還しない。 

（学費） 

第４５条 学費とは、授業料、実験実習費、施設設備費及び卒業研究費のことをいい、その

納付額を別表Ⅰ（納付金）第２項に掲げるとおりとする。 

２ 既納の学費は、別に定めあるもののほか、いかなる事由によっても返還しない。 

（学費の納入期日） 

第４６条 学費は、毎学年の所定の期日までに、その年額を納付しなければならない。 
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２ 学費に含まれる、授業料、実験実習費及び施設設備費（卒業研究費を除く）は、願い出

により２期に分納することができる。 

３ 学費納付に関する詳細については、埼玉工業大学学費納付細則により別に定める。 

（休学者の学費） 

第４７条 本則第４０条により休学する者は、その休学期間に応じ、在籍料を学費に代えて

納入しなければならない。 

２ 休学期間中に休学を中断して復学した場合は、復学した期における所定の学費を納入す

るものとし、その期の既納在籍料は返還する。 

３ 休学者の在籍料に関する詳細については、「休学者の在籍料に関する細則」により別に

定める。 

（退学者の学費） 

第４８条 退学する者は、退学する日の属する学期分の授業料その他の学費を納付しなけれ

ばならない。 

（転学者の学費） 

第４９条 転学する者は、転学する前日の属する学期分の授業料その他の学費を納付しなけ

ればならない。 

（停学者の学費） 

第５０条 停学中の学生は、その期間中といえども、授業料その他の学費を納付しなければ

ならない。 

（再試験の受験料） 

第５１条 再試験を受けようとする者は、所定の受験料を納付しなければならない。 

 

第１０章 賞罰 

（表彰） 

第５２条 学長は、学生が次の各号の一に該当すると認めたときは、これを表彰することが

ある。 

一 人物・学業ともに優秀で他の学生の模範とするに足る者 

二 善行特に顕著な者 

三 本学の名声を高める行為があった者 

（懲戒） 

第５３条 学長は、学生が本学の定める諸規定に背き、又は学生の本分に反する行為のあっ

た者に対して、懲戒を行う。 

２ 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

二 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者 

ー　学則　30　ー



 

10 

 

三 正当の理由がなくて出席常でない者 

四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

４ 前項に準ずる者で、より軽微な者は、その程度に応じ、停学又は訓告とする。 

５ 懲戒は、教授会の審議を経て、学長が決定する。 

 

第１１章 除籍 

（除籍） 

第５４条 学長は、学生が次の各号の一に該当するときは、教授会の審議を経て、除籍す

る。 

一 正当の事由なく、所定の納付金の納付を怠った者 

二 正当の事由なく、履修届を提出しない者 

三 規定の在学年数を超えた者 

四 死亡又は行方不明の届け出があった者 

 

第１２章 職員組織 

（職員） 

第５５条 各学部に次の職員を置く。 

学部長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員、その他の職員 

（教育職員の職務） 

第５６条 教育職員の職務は、学校教育法の定めるところによる。 

 

第１３章 教授会 

（教授会） 

第５７条 各学部に、教授会を置く。 

２ 学部長は、教授会を招集し、その議長となる。ただし、学部長に事故あるときは、学長

又は副学長が行う。この場合において、学部長の代行者がいるときは、この限りでない。 

３ 学部長は、教授会構成員の３分の２以上から、議題が提示され要求されたときは、要求

のあった日から７日以内に教授会を招集しなければならない。 

４ 教授会は、構成員の過半数の出席がなければ開催することはできない。 

５ 議事は、出席した教授会構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すところ

による。 

６ 前３項の規定にかかわらず、教授会構成員の３分の２以上の賛同があったときは、当該

事項について、前３項の規定と異なった手続により、議事を行うことができる。 

（教授会の構成） 

第５８条 教授会は、教授をもって構成する。 

２ 教授会は、准教授又は講師を加えることができる。 

３ 教授会は、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴取することができる。 
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（教授会の役割） 

第５９条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述べるも

のとする。 

一 学生の入学及び卒業 

二 学位の授与 

三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこ

とが必要なものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する

事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

 

第１４章 科目等履修生及び研究生 

（科目等履修生の授業科目の履修） 

第６０条 学部長は、第２６条に定める入学資格を有する者と同等以上のものから、学部の

授業科目の一部を履修する願い出があったときは、学生の修学の妨げとならない限り、選

考の上、科目等履修生として授業科目の履修を許可する。 

２ 科目等履修生に関する事項は、別に定める。 

（研究生） 

第６１条 学長は、学校教育法第８３条に定める大学を卒業した者又は大学を卒業した者と

同等以上のものから、学部において特定の事項について研究する願い出があったときは、

学生の修学の妨げとならない限り、選考の上、研究生として入学を許可する。 

２ 研究生に関する事項は、別に定める。 

（学則の準用） 

第６２条 科目等履修生又は研究生に対しては、別段の定めのある場合を除き、この学則を

準用する。 

２ 科目等履修生及び研究生の納付金は、別表Ⅱに示すとおりとする。 

 

第１５章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第６３条 学長は、日本国籍以外の国籍を有する者で、在留資格の「留学」を取得また

は取得見込みの者（以下「外国人留学生」という。）が、本学に留学を願い出たとき

は、入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関する事項は、別に定める。 

（学則の準用） 

第６４条 外国人留学生に対しては、別段の定めのある場合を除き、この学則を準用する。 
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第１６章 教育職員免許状 

（教育職員免許状） 

第６５条 教育職員免許状を取得しようとする学生は、卒業に必要な単位のほかに、教育職

員免許法及び同法施行規則に規定する教科及び教科の指導法に関する科目、教育の基礎的

理解に関する科目等の単位を修得しなければならない。 

（授業科目及び単位数） 

第６６条 開設する授業科目、単位数及び履修に関する事項は、各学部規程で定める。 

（教職課程登録料） 

第６７条 教職課程登録料は、別表Ⅰ（納付金）第３項に示すとおりとする。 

（免許状の種類） 

第６８条 第６５条及び第６６条の所要条件を満した卒業者が取得できる教育職員免許状の

種類は、次のとおりとする。 

工学部 

機械工学科を卒業した者     中学校教諭１種免許状   技術 

高等学校教諭１種免許状  工業 

        生命環境化学科を卒業した者   中学校教諭１種免許状   理科 

高等学校教諭１種免許状  理科 

情報システム学科を卒業した者  中学校教諭１種免許状   数学 

中学校教諭１種免許状   技術 

高等学校教諭１種免許状  数学 

高等学校教諭１種免許状  情報 

高等学校教諭１種免許状  工業 

人間社会学部 

情報社会学科を卒業した者    中学校教諭１種免許状   社会 

高等学校教諭１種免許状  公民 

                    高等学校教諭１種免許状  情報 

心理学科を卒業した者      高等学校教諭１種免許状  公民 

 

第１７章 学則の変更 

（学則の変更） 

第６９条 この学則の変更は、教授会の審議を経て、理事会が決定する。 

 

 

 

附 則 この学則は、昭和５１年 ４月 １日から施行する 

附 則 この学則は、昭和５１年１１月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和５２年１０月 １日から施行する。 
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附 則 この学則は、昭和５３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和５４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和５４年１２月 ５日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和５５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和５５年 ７月１８日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和５６年 ４月 １日から施行する。 

   ただし、第４条の総定員については本学則にかかわらず次のとおりとする。 

            ５６年    ５７年    ５８年    ５９年 

   機械工学科  ２６０名  ２８０名  ３００名  ３２０名 

   環境工学科  ２００名  ２４０名  ２８０名  ３２０名 

   電子工学科  ２００名  ２４０名  ２８０名  ３２０名 

     計    ６６０名  ７６０名  ８６０名  ９６０名 

   ４年後本学則数にもどる。 

附 則 この学則は、昭和５６年 ９月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和５７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和５８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和５９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和６０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和６０年１０月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和６１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和６２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、昭和６３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成 元年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成 ２年 ４月 １日から施行する。 

   ただし、第４条にかかわらず平成２年度から平成１０年度までの入学定員は次のとお

りとする。 

        学科        定員 

       機械工学科     １００ 名 

       環境工学科     １００ 名 

       電子工学科     １００ 名 

         計       ３００ 名 

附 則 この学則は、平成 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成 ３年１２月 ９日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成 ４年 ４月 １日から施行する。 

   ただし、第１０条・第１１条・第１８条については、平成４年度以降の入学者に適用

し、平成３年度以前の入学者は、なお従前の学則条項によるものとする。 

２ 平成４年度から平成１１年度までの入学定員は、本学則第４条及び平成２年４月１日の
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附則にかかわらず、次のとおりとする。 

  （１）平成４年度から平成１０年度までの入学定員 

       機械工学科     １６０ 名 

       環境工学科     １６０ 名 

       電子工学科     １６０ 名 

         計       ４８０ 名 

  （２）平成１１年度の入学定員 

       機械工学科     １４０ 名 

       環境工学科     １４０ 名 

       電子工学科     １４０ 名 

         計       ４２０ 名 

附 則 この学則は、平成 ５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成 ６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成 ７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成 ８年 ４月 １日から施行する。 

   ただし、第１０条第２項の別表Ⅰについては、平成８年度以降の入学者に適用し、平

成７年度以前の入学者は従前のとおりとする。 

附 則 この学則は、平成 ９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成１０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成１１年 ４月 １日から施行する。 

２ 平成１１年度の入学定員は、本学則第４条及び平成４年４月１日の附則にかかわらず、

次のとおりとする。 

       機械工学科     １６０ 名 

       応用化学科     １６０ 名 

       電子工学科     １６０ 名 

         計       ４８０ 名 

３ 第１０条第２項の別表Ⅰについては、平成１１年度以降の入学者に適用し、平成１０年

度以前の入学者は従前のとおりとする。 

附 則 

１ この学則は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 

  ただし、第３条にかかわらず、平成１２年度から平成１５年度の入学定員及び平成１２

年度から平成１８年度の収容定員は、次のとおりとする。 

入学定員 

           １２年度   １３年度   １４年度   １５年度 

  機械工学科   １５２ 名  １４４ 名  １３６ 名  １２８ 名 

  応用化学科   １５２ 名  １４４ 名  １３６ 名  １２８ 名 

  電子工学科   １５２ 名  １４４ 名  １３６ 名  １２８ 名 
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    計     ４５６ 名  ４３２ 名  ４０８ 名  ３８４ 名 

 

収容定員 

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

機械工学科  ６３２名 ６１６名 ５９２名 ５６０名 ５２８名 ５０４名 ４８８名 

応用化学科  ６３２名 ６１６名 ５９２名 ５６０名 ５２８名 ５０４名 ４８８名 

電子工学科  ６３２名 ６１６名 ５９２名 ５６０名 ５２８名 ５０４名 ４８８名 

  計    １,８９６名  １,８４８名  １,７７６名  １,６８０名  １,５８４名  １,５１２名  １,４６４名 

 

２ 第２２条第２項については、平成１２年度の入学者から適用する。 

附 則 この学則は、平成１３年 ４月 １日から施行する。 

ただし、第６８条の理科教員免許状授与にかかる規定については、平成１３年度以

降の入学者に適用し、平成１２年度以前の入学者は、教員の免許状授与の所要資格

を得させるための大学学部等の課程認定の経過措置に該当する場合を除き、従前の

とおりとする。 

附 則 この学則は、平成１４年 ４月 １日から施行する。 

ただし、第３条にかかわらず、平成１４年度から平成１６年度の工学部の入学定員

及び平成１４年度から平成１９年度の工学部の収容定員は、次のとおりとする。 

入学定員 

             １４年度  １５年度  １６年度 

    機械工学科    ９６ 名   ８８ 名   ８０ 名 

    応用化学科    ９６ 名   ８８ 名   ８０ 名 

    電子工学科    ９６ 名   ８８ 名   ８０ 名 

      情報工学科    ８０ 名   ８０ 名   ８０ 名 

      計    ３６８ 名 ３４４ 名 ３２０ 名 

 

収容定員 

           １４年度  １５年度  １６年度  １７年度  １８年度  １９年度 

    機械工学科  ５５２名  ４８０名  ４０８名  ３４４名  ３２８名  ３２０名 

    応用化学科  ５５２名  ４８０名  ４０８名  ３４４名  ３２８名  ３２０名 

      電子工学科  ５５２名  ４８０名  ４０８名  ３４４名  ３２８名  ３２０名 

    情報工学科    ８０名  １６０名  ２４０名  ３２０名  ３２０名  ３２０名 

   計   １,７３６名  １,６００名  １,４６４名  １,３５２名 １,３０４名 １,２８０名  

 

附 則 この学則は、平成１５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

ー　学則　36　ー



 

16 

 

附 則 

１ この学則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

２ 第６８条の規定については、平成１９年度以降の入学者に適用し、平成１８年度以前の

入学者は、従前のとおりとする。 

 （埼玉工業大学工学部応用化学科、電子工学科、情報工学科の存続に関する経過措置） 

埼玉工業大学工学部応用化学科、電子工学科、情報工学科は、平成１９年３月３１日に

当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

附 則 この学則は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

ただし、第３条にかかわらず、平成２０年度から平成２２年度の人間社会学部の収

容定員は、次のとおりとする。 

収容定員 

              ２０年度  ２１年度  ２２年度 

情報社会学科   ５１０名  ４８５名  ４８０名 

心理学科       ３４０名  ３２５名  ３２０名  

計       ８５０名   ８１０名   ８００名 

附則 この学則は、平成２１年 ４月 １日から施行する。 

ただし、第３条にかかわらず、平成２１年度から平成２４年度の収容定員は、次の

とおりとする。 

収容定員 

   工学部 

                    ２１年度   ２２年度   ２３年度   ２４年度 

    機械工学科       ２６０名   ２４０名   ２４０名   ２４０名 

生命環境化学科  ２４０名    ３２０名    ３２０名    ３２０名 

情報システム学科 ３５０名    ４６０名    ４５０名    ４４０名 

ﾋｭｰﾏﾝ･ﾛﾎﾞｯﾄ学科  １８０名    ２４０名    ２４０名    ２４０名 

    応用化学科         ８０名 

      電子工学科         ８０名 

    情報工学科         ８０名                      

      計       １,２７０名  １,２６０名 １,２５０名 １,２４０名 

 

収容定員 

   人間社会学部 

２１年度   ２２年度   ２３年度  ２４年度 

    情報社会学科    ４７５名    ４６０名    ４５０名    ４４０名 

心理学科        ３２５名    ３２０名    ３２０名    ３２０名 

計        ８００ 名   ７８０ 名   ７７０ 名  ７６０ 名 

 

附 則 
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１ この学則は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

ただし、第３条にかかわらず、平成２３年度から平成２６年度の収容定員は、次のとお

りとする。 

収容定員 

   工学部 

                    ２３年度   ２４年度   ２５年度   ２６年度 

    機械工学科       ２９０名   ３４０名   ３９０名   ４４０名 

生命環境化学科  ３２０名    ３２０名    ３２０名    ３２０名 

情報システム学科 ４６０名    ４６０名    ４７０名    ４８０名 

ﾋｭｰﾏﾝ･ﾛﾎﾞｯﾄ学科  １８０名    １２０名     ６０名              

       計      １,２５０名 １,２４０名 １,２４０名  １,２４０名 

収容定員 

   人間社会学部 

２３年度   ２４年度   ２５年度   ２６年度 

    情報社会学科    ４５０名    ４４０名    ４４０名    ４４０名 

心理学科        ３２０名    ３２０名    ３２０名    ３２０名 

計        ７７０名    ７６０名    ７６０名    ７６０名 

 

２ 第２２条第１項ただし書きについては、平成２３年度以降の入学者に適用し、平成２２

年度以前の入学者は、従前のとおりとする。 

３ 第６８条の規定については、平成２３年度以降の入学者に適用し、平成２２年度以前の

入学者は、従前のとおりとする。 

（埼玉工業大学工学部ヒューマン・ロボット学科の存続に関する経過措置） 

埼玉工業大学工学部ヒューマン・ロボット学科は、平成２３年３月３１日に当該学科に

在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

 

附 則 この学則は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

ただし、第３条にかかわらず、平成２５年度から平成２８年度の収容定員は、次の

とおりとする。 

収容定員 

   工学部 

                    ２５年度   ２６年度   ２７年度   ２８年度 

    機械工学科       ３９０名   ４４０名   ４４０名   ４４０名 

生命環境化学科  ３４０名    ３６０名    ３８０名    ４００名 

情報システム学科 ４８０名    ５００名    ５１０名    ５２０名 

ﾋｭｰﾏﾝ･ﾛﾎﾞｯﾄ学科    ６０名                              

       計      １,２７０名 １,３００名 １,３３０名 １,３６０ 名 

収容定員 
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   人間社会学部 

２５年度   ２６年度   ２７年度   ２８年度 

    情報社会学科    ４３０名    ４２０名    ４１０名    ４００名 

心理学科        ３００名    ２８０名    ２６０名    ２４０名 

計        ７３０名    ７００名    ６７０名    ６４０名 

 

附 則 この学則は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

ただし、第３条にかかわらず、平成２７年度から平成３０年度の収容定員は、次の

とおりとする。 

収容定員 

   工学部 

                    ２７年度   ２８年度   ２９年度   ３０年度 

    機械工学科       ４４５名   ４５０名   ４５５名   ４６０名 

生命環境化学科  ３９０名    ４２０名    ４３０名    ４４０名 

情報システム学科 ５１５名    ５３０名    ５３５名    ５４０名 

       計      １,３５０名 １,４００名 １,４２０名 １,４４０名 

 

収容定員 

   人間社会学部 

２７年度   ２８年度   ２９年度   ３０年度 

    情報社会学科    ４００名    ３８０名    ３７０名    ３６０名 

心理学科        ２５０名    ２２０名    ２１０名    ２００名 

計        ６５０名    ６００名    ５８０名    ５６０名 

 

附 則 この学則は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

２ 第４０条および第４７条は、平成３０年 ３月３１日在籍者から適用する。 

附 則 この学則は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

ただし、第３条にかかわらず、平成３１年度から平成３４年度の工学部の収容定員

は、次のとおりとする。 

収容定員 

   工学部 

                    ３１年度   ３２年度   ３３年度   ３４年度 

                 (2020 年度) (2021 年度) (2022 年度) 

    機械工学科       ４６５名   ４７０名   ４７５名   ４８０名 
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生命環境化学科  ４２０名    ４００名    ３８０名    ３６０名 

情報システム学科 ５５５名    ５７０名    ５８５名    ６００名 

       計      １,４４０名 １,４４０名 １,４４０名 １,４４０名 

 

附 則 この学則は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この学則は、令和 ７年 ４月 １日から施行する。 

ただし、第３条にかかわらず、令和７年度から令和１０年度の工学部の収容定員

は、次のとおりとする。 

収容定員 

   工学部 

                     ７年度    ８年度    ９年度   １０年度 

                 (2026 年度) (2027 年度) (2028 年度) 

    機械工学科       ４６０名   ４４０名   ４２０名   ４００名 

生命環境化学科  ３３０名    ３００名    ２７０名    ２４０名 

情報システム学科 ６５０名    ７００名    ７５０名    ８００名 

       計      １,４４０名 １,４４０名 １,４４０名 １,４４０名 
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別表Ⅰ（第４３条、第４４条、第４５条、第４６条及び第６７条関係） 

 

納    付    金 

 

１．入学検定料 

金 ３０,０００円 

    金 １５,０００円（大学入学共通テストの成績をもとに、入学を志願する者） 

    金 １０,０００円（奨学生採用型・３月入試を受験する者） 

 

 

２．入学金及び学費（令和６年度以降に入学した学生に適用する。） 

 

［工学部  機械工学科、生命環境化学科、情報システム学科］ 

 

費   目 金  額 備        考 

入 学 金 ２２０,０００円 入学時 

学 

 

費 

(1) 授業料 ８５０,０００円 
年額  ３年次、４年次は 

８８０,０００円とする。 

(2) 実験実習費 １５０,０００円 
年額  ２年次、３年次は 

２００,０００円とする。 

(3) 施設設備費 ３２０,０００円 年額 

(4) 卒業研究費 １００,０００円 

卒業研究着手時 

卒業研究Ⅰ又はⅡのいずれかを履修するとき

は、半期当たり５０,０００円とする。 

 

 

 

再入学者、転入学者又は編入学者の入学金及び学費の額は、当該再入学者、転入学者又

は編入学者の属する学年の在学生にかかる額と同額とし、入学金の額は、新入学生にかか

る額と同額とする。 

  転学部又は転学科者の学費の額は、当該転学部又は転学科者の属する学年の在学生にか

かる額と同額とする。 

３年次に早期卒業科目の履修を許可された者は、３年次の学費の他に卒業研究費を納付

しなければならない。 
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［人間社会学部  情報社会学科］ 

 

費   目 金  額 備        考 

入 学 金 ２２０,０００円 入学時 

学

費 

(1) 授業料 ７５０,０００円 
年額  ３年次、４年次は 

７８０,０００円とする。 

(2) 施設設備費 ２７０,０００円 年額 

 

 

 

 

 

［人間社会学部  心理学科］ 

 

費   目 金  額 備        考 

入 学 金 ２２０,０００円 入学時 

学 

 

費 

(1)授業料 ７５０,０００円 
年額  ３年次、４年次は 

７８０,０００円とする。 

(2) 実験実習費  ５０,０００円 年額  ２年目以降在学時から適用する。 

(3) 施設設備費 ２７０,０００円 年額 

 

再入学者、転入学者又は編入学者の入学金及び学費の額は、当該再入学者、転入学者又

は編入学者の属する学年の在学生にかかる額と同額とし、入学金の額は、新入学生にかか

る額と同額とする。 

転学部又は転学科者の学費の額は、当該転学部又は転学科者の属する学年の在学生にか

かる額と同額とする。 
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３．教職課程登録料 

 

費    目 金   額 備     考 

教職課程登録料 

（両学部全学科共

通） 

 ３０,０００円 教職課程登録時（新規登録料） 

 

１．中学校教諭一種免許状取得の場合、介護等体験の諸費用は別途個人負担とする。 

２．本学卒業生が在籍時に教職課程登録料を納付している場合は、教職課程登録料を半額の

１５,０００円とする。 

３．教育実習にかかる費用は別途個人負担とする。 

４．免許教科「技術」の免許状を取得する場合は、教材費として１０,０００円を別途徴収

する。 
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別表Ⅱ 

研究生納付金 

 

 １．入学検定料  金 １０,０００円 

 

 ２．研  究  生 

 

費    目 金   額 備     考 

１ 入     学     料 ３０,０００円 入   学   時 

２ 授    業    料 ３０,０００円 月       額 

 

  ただし、本学卒業生の場合は、入学料を免除し、授業料は２０,０００円とする。 

 

 

 

 

科目等履修生納付金 

 

１．入学検定料  金 １０,０００円 

 

２．科目等履修生 

 

費    目 金   額 備     考 

１ 入     学     料 ３０,０００円 入   学   時 

２ 授    業    料 ２０,０００円 １   単   位 

  

１．本学卒業生の場合は、入学料を免除し、１単位あたりの授業料は半額の１０,０００円

とする。 

２．本学大学院に在籍する学生が、研究指導教員の指示により学部授業科目を履修する

ときは入学検定料・入学料および授業料を免除する。ただし、教員免許状取得目的

の場合、免除の対象は本学の卒業生に限る。 
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学則の変更の趣旨等を記載した書類 

ア．学則変更（収容定員変更）の内容 

 令和 8 年度(令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇)以降、⼈間社会研究科の情報社会専攻及び⼼理学専攻の
⼊学定員を各 5 名削減し、⼈間社会研究科の収容定員を 20 名削減する。 

（埼⽟⼯業⼤学⼤学院学則 別表 1（第 5 条） ⼈間社会研究科） 
⼈間社会研究科 変更前 変更後 増減 

専 攻 ⼊学定員 収容定員 ⼊学定員 収容定員 ⼊学定員 収容定員 
情報社会専攻 10 名 20 名 5 名 10 名 △5 名 △10 名
⼼理学専攻 15 名 30 名 10 名 20 名 △5 名 △10 名

計 25 名 50 名 15 名 30 名 △10 名 △20 名
ただし、経過措置のため、収容定員は以下の通り漸減する。 

⼈間社会研究科 令和 8 年度 令和 9 年度 
専 攻 収容定員 収容定員 

情報社会専攻 15 名 10 名 
⼼理学専攻 25 名 20 名 

計 40 名 30 名 

イ． 学則変更（収容定員変更）の必要性

基本計画書の「新設研究科等の⽬的（定員を変更する⽬的）」欄に記述のとおり、令和元
年度に受審した公益財団法⼈⼤学基準協会による認証評価において、⼈間社会研究科の定
員管理を徹底するよう改善が求められたことを受け、定員管理の適正化に取り組む。 

ウ．学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

本学則変更に伴う(ｱ)教育課程、(ｲ)教育⽅法及び履修指導⽅法、(ｳ)教員組織及び(ｴ)⼤学
全体の施設・設備の利⽤等の変更はいずれもない。 
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（１）収容定員を変更する組織の概要
① 収容定員を変更する組織の概要（名称、⼊学定員、収容定員、所在地）

収容定員を変更する組織 
人間社会研究科 修士課程 

⼊学定員 
(変更後) 

収容定員 
(変更後) 

所在地 
（教育研究を⾏うキャンパス） 

情報社会専攻 5 10 
埼⽟県深⾕市普済寺 1690 番地 ⼼理学専攻 10 20 

合 計    15 30 

② ⼈間社会研究科の特⾊
［⼈間社会研究科（修⼠課程）］ 
 ⼈間社会研究科は、⾼度専⾨的職業⼈を養成することを⽬的とし、「情報」及び「⼼理学」
の観点から、⼈間と社会、⼈間と⼈間との関わりを対象に、価値観が多様化した社会の課題
へ総合的な理解を深め、多様なニーズに対応できる専⾨的職業⼈及び研究技術者を養成し
ている。また、地域社会が抱える社会的課題を発⾒・分析、解決する学際的な教育研究に注
⼒している。 
《資料 1 ⼈間社会研究科 HP》《資料 2 埼⽟⼯業⼤学研究 SEEDS 集》 

［情報社会専攻］ 
情報社会専攻は、時代の最先端を捉える情報技術のエキスパートを育む「情報社会システ

ム教育研究分野」及び「メディアデザイン教育研究分野」の 2 分野を設置している。
情報社会システム教育研究分野は、情報技術とともに経営、法律及び⾏政に関する知識も

修得でき、企業や⾏政の現場におけるプロフェッショナル⼈材及び IT ⼈材を養成している。 
メディアデザイン教育研究分野は、CG・映像・⾳楽・マルチメディア等の最先端技術を

修得でき、映像や⾳楽制作だけでなく、宣伝や広告関連で活躍できる能⼒が⾝につけられ、
ハード⾯とソフト⾯の両⽅に対応ができる⼈材を養成している。

［⼼理学専攻］ 
 ⼼理学専攻は、こころのケアと研究を⾏う専⾨家を養成する「臨床⼼理学教育研究分野」
及び「実験⼼理学教育研究分野」の 2 分野を設置している。 
臨床⼼理学教育研究分野は、国家資格である公認⼼理師や臨床⼼理⼠（協会より第⼀種指

定⼤学院に認定）養成カリキュラムに対応しており、⼼理学の専⾨的職業⼈を養成している。 
実験⼼理学教育研究分野は、認知科学における最新の知識や実験⽅法を修得し、⾃ら研究

が進められる研究技術者を養成している。 

（２）⼈材需要の社会的な動向等
［情報社会専攻］ 

DX⽩書 2023 では、IT ⼈材の「量」に対する過不⾜感について 7 割強が不⾜と回答して

１ 
2 
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おり、従業員規模が⼤きい企業ほど「⼤幅に不⾜している」との回答割合が⾼い。また、IT
⼈材は「量」だけでなく、「質」に対する不⾜感についても同様に全体の 7 割強が不⾜と回
答している［1］。令和 4年 5⽉ 10⽇の教育未来創造会議第⼀次提⾔「我が国の未来をけん
引する⼤学等と社会の在り⽅について」では、デジタル⼈材は 2030 年には 54.5 万⼈不⾜
するといわれ、DXを進める上での課題として⼈材不⾜を指摘する企業は 53.1％となってい
る。本専攻は IT 等に関する深い専⾨知識と経営や法律などの幅広い社会的な課題への対応
⼒を持った⼈材を養成しており、社会の⼈材需要に応えるものといえる。 
［⼼理学専攻］ 
厚⽣労働省は労働安全衛⽣調査（実態調査）「メンタルヘルス不調により 1カ⽉以上連続

して休業した労働者や退職した労働者の状況」の調査結果では、令和 2年度調査で 9.2%で
あった割合が、令和 5 年度調査では 13.5%に増加している[2]。また、経済協⼒開発機構
（OECD）のメンタルヘルスに関する国際調査では、⽇本国内のうつ病・うつ状態にり患し
た割合は、平成 25年調査では 7.9％の割合に対し、令和 2年調査では約 2倍の 17.3％に増
加している[3]。 

多様な情報と価値観が共⽣する現代社会で起こる様々な環境変化によって、分析、相談・
援助、⽀援、教育、情報提供などを担う公認⼼理師及び臨床⼼理⼠の需要は増えている。本
専攻はそのカリキュラムを通じ、公認⼼理師及び臨床⼼理⼠の資格取得と合わせ、医療、福
祉、教育、産業など多岐にわたる分野で活躍できる⼈材を養成しており、社会の⼈材需要に
応えるものといえる。 

引⽤資料 
［1］IPA「デジタル時代のスキル変⾰等に関する調査」令和 5 年 

［2］厚⽣労働省「令和６年労働安全衛⽣調査（実態調査）結果の概要」令和 6 年 

［3］経済協⼒開発機構「メンタルヘルスに関する国際調査 2021」令和 3 年 

（３）学⽣確保の⾒通し
 ⼊学者選抜においては、⼀般選抜、社会⼈特別選抜、公募推薦を 2⽇程、及び学内推薦選
抜を実施している。 
 まず、内部進学者の増加に向け、両専攻とも、基礎となる学部学科でのガイダンス等にお
いて低学年時から⼤学院進学に関する情報提供の実施、専⾨科⽬における TA（修⼠課程学
⽣）との接点を通じた⼤学院教育への理解と関⼼の醸成、修⼠論⽂発表会への学部⽣参加な
どを通じ、学部と研究科の接続を⾼め、研究科への進学につなげる取り組みを進めている。 
 また、⼤学院担当教員（学部兼担）が取り組むリカレント教育の実施、基礎⾃治体の取り
組みへの参画、⾏政施策に関連する講座・研修会などを企画、参画する等を通じた研究科専
攻の存在意義を伝える取り組みが、研修等受講者の社会⼈⼊学者選抜試験受験の動きに繋
がっている。《資料 3 ⼤学院担当教員による教育研究成果の発信機会例》 

学部から継続する教育研究と合わせ、専⾨性の⾼いリカレント、リスキリング機会の創出

２ 
3
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提供を継続的に実施し、本研究科での学びと研究が、地域の課題に対処する⾼度職業的専⾨
性を有した地域⼈材の育成に繋がることを価値として提供・提案し、募集広報活動につなげ
ていく。 
［情報社会専攻］ 
 所在する埼⽟県深⾕市の産業は⼯業と農業が中⼼であり、近隣の熊⾕市や群⾺県⾼崎市
は商業が盛んな地域で、企業の⽀店、製造事業所等が所在し、ビジネスや地域の課題への対
応が求められる⼈材が多く経済活動や⽣活をしている。本専攻の教育研究を通じ、⾼度職業
的専⾨⼈材として必要な知⾒が得られることを発信し、社会⼈の進学ニーズ掘り起こしを
図っている。 
［⼼理学専攻］ 
 本学⼤学院は臨床⼼理⼠の第⼀種指定校であり、臨床⼼理⼠や公認⼼理師と関係性や協
働性の⾼い⽇本産業カウンセラー協会、保健師・看護師等の協会、地⽅公共団体等へのアプ
ローチにより、実務家・社会⼈の進学ニーズ掘り起こしを図っている。

（４）収容定員を変更する組織の定員設定の理由
 令和元年に受審した公益財団法⼈⼤学基準協会による認証評価において、⼈間社会研究
科の定員管理の改善を求められた。適切な定員管理と教育の質の担保を実現するため、情報
社会専攻及び⼼理学専攻の⼊学定員を各 5名削減し、⼈間社会研究科の収容定員を 20名削
減する。設定した収容定員によって、収容定員と実際の在籍学⽣数の乖離状況のある程度の
解消が期待できる。また、今後、学部からの内部進学を⾼める取り組み、社会⼈の⼊学を確
保する取り組みを進めていることと合わせ、社会的なニーズを鑑みると本学が⽴地する地
域において、必要性の⾼い分野であり、需要の掘り起こし効果を想定した規模として設定し
たものである。 

３ 
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《資料１》埼⽟⼯業⼤学⼤学院⼈間社会研究科ホームページ 
埼⽟⼯業⼤学⼤学院⼈間社会研究科 

ホームページ QR コード
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人間社会研究科 | 学部・大学院 | 埼玉工業大学

1 /３ページhttps://www.sit.ac.jp/gakubu_in/daigakuin/ningenshakai/

「情報」「心理学」という観点から、人間そのもの、
人間と社会の関わりについて理解を深め、
多様なニーズに対応できる専門的職業人や研究技術者を育成しています。
国際化、情報化により、価値観が多様化した現代社会においては、高度な研究活動を通じて修得 した多くの技能を生かすこ
とができる即戦力、また人格的にも優れた人材が求められています。
本大学院人間社会研究科では、「情報社会専攻」と「心理学専攻」の2専攻において、各専攻分野で活躍するプロフェッショ
ナルが教員として多数在籍。人間について、また、人間と社会の関わりを深く総合的に理解し、社会のニーズに対応できる
高度な専門的職業人や研究技術者を育成することを目的としています。同時に、地域の研究拠点としても期待されていま
す。

情報社会専攻│心理学専攻

時代の最先端を捉えられる情報技術のエキスパートを育む2分野
「情報社会システム教育研究分野」「メディアデザイン教育研究分野」の2分野を設置。「情報社会システム教育研究分野」
では、情報技術とともに経営、法律や行政などの知識も修得。ビジネスや行政の現場において、プロフェッショナル人材を
育成します。「メディアデザイン教育研究分野」では、CG‧映像‧音楽‧マルチメディアなどの最先端技術を修得。映像‧

学部‧大学院

人間社会研究科

情報社会専攻

工学部

人間社会学部

大学院

工学研究科

人間社会研究科

情報社会専攻

心理学専攻

入試‧募集情報

博士学位論文

工学部に5つの新専攻
が誕生します

教職課程

工学部機械工学科オリ
ジナルページ

工学部生命環境化学科
オリジナルページ

工学部情報システム学
科オリジナルページ

学部‧大学院

アクセス お問い合わせ 対象者別 検索

大学案内 学部‧大学院 入試情報 学生生活 就職‧キャリア支援 地域連携‧研究 図書館‧研究所 資料請求
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2017年9月15日に「公認心理師法」が施行され、国民の心の
健康に関わる国家資格がスタートしました。

本学心理学科および大学院心理学専攻は、「公認心理師」の
受験資格が得られるカリキュラムに対応しています。

育成します。「メディアデザイン教育研究分野」では、CG‧映像‧音楽‧マルチメディアなどの最先端技術を修得。映像‧
音楽制作だけでなく、広報やマスコミ関連で活躍できる力を身につけます。

こころのケアと研究を行う専門家を養成する2つの研究分野
「臨床心理学教育研究分野」「実験心理学教育研究分野」の2分野を設置。「臨床心理学教育研究分野」は国家資格である公
認心理師や臨床心理士（資格認定協会より第1種養成課程に指定）養成のカリキュラムに対応しています。これまでにも多く
の先輩が臨床心理士の資格を取得し様々な心理臨床場面で活躍しています。昨年度の第1回公認心理師試験においても合格者
を輩出しています。「実験心理学教育研究分野」では、認知科学における最新の知識や実験方法を修得。自ら研究を進めて
いける研究技術者を育成します。

学校ではスクールカウンセラー、病院では心理職として、悩みを持つ人のカウンセリングや心理検査などを担当します。保
健所や子育て支援センターでは、子育ての相談に応じたり子どもの発達を支援します。その他、児童相談所、家庭裁判所、
警察、企業の社内相談室、就職支援センター、私設の相談室など、様々な分野で心理職としての支援を行います。

公認心理師カリキュラムでは、心理学に関する幅広い知識の習得と実習指導が必要とされます。
本学では
1. 臨床心理学と基礎心理学のバランスのとれた授業
2. 本学併設の臨床心理センターをはじめ、保健医療、教育、福祉領域等施設の充実した実習プログラム
を準備しています。

人間社会研究科｜情報社会専攻

心理学専攻

人間社会研究科｜心理学専攻

「公認心理師」の受験資格が得られるカリキュラムに対応

公認心理師ってどんな仕事をするの？

公認心理師カリキュラムって  ？

大学院生ピックアップ

人間社会学部情報社会
学科オリジナルページ

人間社会学部心理学科
オリジナルページ
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それは、中学生のとき。友人が心の問題を抱えていて、助け
ることができませんでした。それ以来、心理学などの本をた
くさん読むようになり、人々の心理的な課題に興味を持つよ
うになりました。そして大学で心理学を学ぶうちに、より高
度で専門的な知識や技術を学びたいと思い大学院へ。現在
は、物事に対する心の変化と対人過敏傾向‧自己優先志向と
の関連を研究しています。対人過敏傾向‧自己優先志向は、
若い人の間でよく見られる「新型うつ」の特徴のひとつ。従
来のうつ病とは異なり、相手の言動や行動に敏感になった
り、自分の嫌いなことはやらない、という傾向にあります。
研究では、約20 0人の若者から心理状態や行動に関するアン
ケートを収集。現在、その内容を分析‧検証しています。い
までもときどき、中学生のときの自分のチカラのなさを悔や
むことがあります。二度と同じことを繰り返さないよう、将
来は子どもたちの心に寄り添い、その成長を支えていきたい
です。

心理学専攻 修士課程2年｜章 栩晨(ショウ　クシン)さん
中国‧慈渓市三山高級中学出身

目に見えない心を、しっかり見つめていきたい。
子どもたちを理解し、その成長を支えるために。

ホーム   >  学部‧大学院  >  大学院  >  人間社会研究科

© 2023 Saitama Institute of Technology

大学院生ピックアップ

カテゴリのトップへ戻るホームへ戻る

Instagram LINE YouTube バーチャル
ツアー

サイトポリシー プライバシーポリシー お問い合わせ 関連リンク 採用情報 サイトマップ
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《資料 2》⼈間社会研究科教育研究と社会の求めとの整合性 

埼⽟⼯業⼤学研究 SEEDS 集 
≪該当ページ添付≫ 

⼈間社会研究科 情報社会専攻担当教員  P60〜P69 
⼼理学専攻担当教員   P72〜P78 

埼⽟⼯業⼤学研究 SEEDS 集 
（全編）閲覧⽤ QR コード 



数値計算、データ分析、プログラミング教育 

髙橋 広治 教授

人間社会学部 情報社会学科 情報処理研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://www.sit.ac.jp/user/tkoji/ 

天文学、情報処理、数値計算、データ分析、プログラミング

■研究の目的、概要、期待される効果

天体の力学的進化、特に球状星団の力学的進化を数値シミュレーションの手法により研究している。球状星

団とは、数 10 万～数 100 万個の恒星が自己重力により球状に集まってできている天体である。このような自己

重力多体系は複雑で非線形な振る舞いを示すため、その力学的進化は物理学的に興味深い。また、球状星団

は銀河系の中で最も古い部類の天体であり、その進化の解明は銀河系全体の進化の解明につながるという意

義もある。球状星団の進化の理論的な研究には、数値シミュレーションが必須であり、計算手法を工夫したシミ

ュレーションを実行して研究を行っている。 

■業界の相談に対応できる分野

一般的な数値計算、データ分析。プログラミング教育。 

■研究事例 または アピールポイント

１）銀河系の潮汐場中の球状星団の進化

銀河系の潮汐場の影響を受けた球状星団からは星が徐々に飛び去るため、球状星団の質量は時間とともに

減少する。この過程を Fokker-Planck モデルという理論モデルに基づいたシミュレーションによって研究した。そ

の結果、Fokker-Planck モデルにおいては、脱出エネルギーを超えたエネルギーを持ちながら長く星団にとどま

る星の扱い方が重要であることなどが分かった。 

２）球状星団の力学的特性量のデータ分析

公開されている銀河系の球状星団の物理量に関するデータベースを利用して、球状星団の種々の力学的特

性量の間の関係を探求した。その結果、いくつかの量の間には強い相関があること、特定の散布図上で星団が

グループ分けされる可能性があることなどが分かった。 

３）卒業研究におけるプログラミング教育

学生の卒業研究指導においては、情報処理技術の応用をテーマとしている。特に、プログラム開発を中心に

すえた教育を行っており、学生はオリジナルのアプリやゲームの作成、データ分析などの研究を行っている。 

キーワード（専門分野）
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Ặྡ ᯘ ಙ義 教授 

人間社会学部 情報社会学科 䝡ジネスモデル研究室 

䝡ジネスモデル、人的㈨ᮏ⤒Ⴀ、䝟ー䝟ス⤒Ⴀ 

■研究の目的、概要、期待される効果

䝡ジネスモデルの㠉᪂と、それをᨭえる人的㈨ᮏのά用、ならびに௻業のᏑᅾ意義（䝟ー䝟ス）を㍈とした⤒

Ⴀᡓ␎のᵓ⠏を目的としている。 

 この研究により、௻業は中長期的な➇த力の※Ἠとして人ᮦをᤊえ┤し、人的㈨ᮏをάかした持⥆可能な౯

値๰出の௙⤌䜏を導ධすることが可能になる。また、䝟ー䝟スを基㍈とした⤒Ⴀの導ධᨭ᥼を㏻䛨て、社ဨの

ඹឤをᚓながら⤒Ⴀ理ᛕをල⌧化するプロ䝉スを実⿦できる。 

■業界の相談に対応できる分野

• 䝡ジネスモデルの෌タ計人的㈨ᮏ⤒Ⴀᵓ⠏ 

• 人的㈨ᮏ⤒Ⴀのᵓ⠏ 

• 䝟ー䝟ス⟇定䞉ᾐ㏱ 

■研究事例 または アピールポイント

• ᆅඖ㣗ရ௻業の䝟ー䝟ス⟇定とᾐ㏱ 

• リスキリングによる持⥆的➇தඃ఩の☜❧ 

• 人的㈨ᮏ⤒Ⴀの要ㅉ～エンゲージ䝯ント～ 

• 䝁ーポレート䜺䝞ナンス強化にྥけた社እྲྀ⥾ᙺのᅾり方 

• 䝃ステナ䝡リテ䜱⤒Ⴀにྥけた指㔪と実㊶ 

• 䝁ロナ⚝における௻業⤒Ⴀの㔪㊰ 䇷非㈈ົ情報、SDGs に関する⪃ᐹ䇷 

キーワード（専門分野） 
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ᮧᒣ 要ྖ 教授 

人間社会学部 情報社会学科 ⤒Ⴀ情報研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://murayama-lab.org/ 

⤒Ⴀ情報、䝁ンピュータ䝃イエンス、最㐺化、シミュレーション 

■研究の目的、概要、期待される効果

㏆ᖺ、IT が⤒Ⴀにཬ䜌す影響が኱きくなり、⤒Ⴀᡓ␎と情報ᡓ␎をྠ時に⪃え、᥎進していくことが求められ

ている。ᮏ研究室では、IT ௻業での技術⪅、⤒Ⴀ⪅としての実ົ⤒㦂をάかし、さま䛦まな⤒Ⴀၥ㢟に対して、

人工▱能などの䝁ンピュータ䝃イエンスをά用し、マー䜿テ䜱ング分析や、䝡ジネスプロ䝉スの効⋡化を図る研究

を行っている。 

■業界の相談に対応できる分野

⤒Ⴀㄢ㢟における最㐺化、シミュレーション、データ䝃イエンス、デジタルマー䜿テ䜱ングなど 

■研究事例 または アピールポイント

䠘ᇸ⋢┴生⏘性ᮏ部とのඹྠ研究䠚 

社ဨᖾ⚟ᗘ(ാきがい×ാきやすさ)ㄪᰝのᵓ⠏に関する研究 

ປാ力人ཱྀの減少、人ᮦのὶື化、ാき方や౯値ほの多ᵝ化が進行する⌧௦において、社ဨのエンゲー

ジ䝯ント（ാきがい）を㧗め、社ဨ‶㊊ᗘ（ാきやすさ）をྥ上さ䛫ることは、௻業の成長と持⥆可能性の重要

な㘽となっている。⌧ᅾ、ES（社ဨ‶㊊ᗘ）をホ౯するためのㄪᰝ䝒ールや䝃ー䝡スはᏑᅾするものの、ᥦ

౪される結果は⭾኱なデータの⨶ิにとどまり、௻業ᢸᙜ⪅が実㝿のㄢ㢟やᨵၿⅬをㄞ䜏ྲྀることが、ᅔ

㞴なものとなっている。ᮏ研究では、アン䜿ート㡯目を᳨ウ、Ỵ定するとඹに、ᅇ⟅⪅にとって䝜ンストレスな

ධ力方法、解析結果のホ౯、ᨵၿ㡯目の明☜化など、䝴ー䝄ー䝣レンドリーなㄪᰝ䞉分析手法を示した。 

キーワード（専門分野） 

ᨵၿ㡯目 

ാきがいのポート䝣䜷リオ分析 自⏤グ㏙ḍのテキストマイ䝙ング 
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人間社会研究科
　情報社会専攻　担当教員

研究SEEDS
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ⱱᮌ ຬ 教授 

人間社会学部 情報社会学科 ᆅᇦマネジ䝯ント研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://sites.google.com/sit.ac.jp/moteki/top 

ᆅᇦ社会とのඹ生、䜴䜵ル䝡ーイング指ᶆ、まちづくり事業ホ౯ 

■研究の目的、概要、期待される効果

䞉研究のᰕの１つは、持⥆可能なᆅᇦඹ生社会づくり。これを社会教育のどⅬから研究を進めている。 

ᅜの教育振興基ᮏ計⏬は、䛂持⥆可能な社会の๰り手の育成䛃と䛂社会に᰿ᕪした䜴䜵ル䝡ーイングのྥ上䛃を 

ᥖ䛢る。これをᆅᇦ社会に実⿦するには、社会教育を௓し、䜴䜵ル䝡ーイング指ᶆ導ධやデジタル化を進める 

必要がある。௒ᚋ、௻業 CSR や社会㉳業をᛕ㢌に、䝁ミュ䝙テ䜱マー䜿テ䜱ングを進めるなら䜀、ᆅᇦ社会との

ඹ生は重要などⅬである。 

䞉研究のᰕのもう１つは、自治体ᨻ⟇やまちづくりに係るホ౯研究。プログラムホ౯や⤌⧊ホ౯、ཧຍᆺホ౯と

いった䛂⤌⧊や事業のᨵၿに᭷効なホ౯手法䛃に╔目し、自治体の⤌⧊ᨵၿやまちづくり事業のᨵၿ効果に 

ついて⪃ᐹを行っている。ᆅᇦ㈨※が㝈られるなか、自治会やၟᗑ⾤、イベント実行ጤဨ会など、まちづくりに 

関䜟る非Ⴀ利⤌⧊の持⥆性ホ౯や実᪋事業の᭷効性ホ౯など、事業の実᪋୺体として、ㄝ明㈐௵を果たす 

ことは重要などⅬである。 

■業界の相談に対応できる分野

䞉ᆅᇦඹ生社会にྥけた䝁ミュ䝙テ䜱マー䜿テ䜱ングάື（ྵ䜐デジタルデ䝞イド解ᾘ、䜴䜵ル䝡ーイングホ౯） 

䞉非Ⴀ利⤌⧊の持⥆性ホ౯ཬびイベントの᭷効性ホ౯ 

■研究事例 または アピールポイント

研究事例(1) 㧗㱋⪅のデジタルデ䝞イド解ᾘを目指した௙⤌䜏づくり（図１） 

 䞉ᆅ方自治体と NPO 法人の㐃ᦠにより、デジタルに関する学⩦成果をᆅᇦෆᚠ⎔さ䛫る௙⤌䜏をᵓ⠏。 

スマホ教室受ㅮ⪅䚓デジタル䝃ポータⓏ㘓䚓㣴成ㅮᗙᚋ、䝃ポーターάືを開ጞ（䖩๓橋ᕷの事例） 

研究事例(2) ᕷẸの䜴䜵ル䝡ーイング指ᶆ分析を行うワー䜽ショ䝑プ（図２） 

 䞉デジタルᗇが実⿦した分析䝒ールをά用し、ᕷẸのᆅᇦᖾ⚟ᗘを୺ほ䠋ᐈほの２種類のデータで可ど化。 

ᕷẸ生άに関する２䠐の䜹テ䝂リに↷らした分析䞉ᥦ᱌を行うᕷẸワー䜽ショ䝑プを実᪋（䖩๓橋ᕷの事例） 

図１ デジタルデ䝞イド解ᾘ事業（スマホ教室）      図２ ๓橋ᕷẸの䜴䜵ル䝡-イング指ᶆ 
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৯৓ன৫১॑ણ৷खञৗૠহ঵৫৅धਹஇ൉ল 

ᮏྜྷ ⿱அ 教授 

人間社会学部 情報社会学科 ⤒Ⴀ௻⏬研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://www.motoyoshi-lab.com/ 

⤒Ⴀ⟶理 ၟရ開発 Ⴀ業ᡓ␎ データ分析 ᆅ方๰生 ௻⏬❧᱌ 

■研究の目的、概要、期待される効果

◼目的と概要 

䠘᪂つ事業開発と利┈๰出䠚 

ྛ௻業において、᪂しい事業を行うための体ไ䞉⎔ቃのᩚഛ䞉௙⤌䜏作りのᵓ⠏を研究 

௻業άືにຍえᆅᇦ๰生においても、཰┈を出す௙⤌䜏と自㉮するシステムᵓ⠏ 

䠘ᆅ方๰生におけるㅖၥ㢟の解Ỵと人ᮦ育成䠚 

自治体と㐃ᦠし、᪂しい཰┈モデルのᵓ⠏により、人ཱྀ減少をぢᤣえた 10 ᖺ、20 ᖺᚋのㄢ㢟解Ỵ 

��期待される効果 

䞉時間㍈発᝿を用いた䝡ジネスによるㄢ㢟解Ỵ 

䞉インターネ䝑ト社会における行ື⤒῭学からぢたᾘ㈝⪅行ືからの኎上のቑ኱ 

䞉䛂目的ᒎ開法䛃による、᪂௻⏬䞉ၟရ開発䝜䜴䝝䜴のᥦ౪ 

■業界の相談に対応できる分野

䞉௻業、自治体と㐃ᦠしたၟရ開発、㈍኎ಁ進、プロモーション 

⌧ᅾ、ᇸ⋢┴深㇂ᕷ、深㇂ၟᗑ⾤㐃ྜ会、ᇸ⋢┴⨾㔛⏫、⚟ᓥ┴ྈぢ⏫と㐃ᦠ中 

■研究事例 または アピールポイント

䞉ᮾ໭ᆅᇦ䝤ランド⥲㑅ᣲ  実行ጤဨ会㈹䞉プレ䝊ン㈹（特チᗇ䞉ᮾ໭⤒῭⏘業ᒁ） 

䞉JR ྈぢ㥐࿘㎶㨩力化ྥ上事業/⦕結び䛂୕▼⚄社䛃PR άື事業（⚟ᓥ┴ྈぢ⏫） 䈜⏬ീ 1 

䞉῰ἑᰤ一⩝が関䜟った௻業䛂ⓒ社一㤳䛃 ௻⏬䞉ไ作䞉㈍኎（ᇸ⋢┴深㇂ᕷ） 䈜⏬ീ 2 

⏬ീ 1（PR䞉デ䝄インᢸᙜ）  ⏬ീ 2（ၟရ௻⏬䞉ไ作ᢸᙜ） 
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３DCG をά用したインタラ䜽テ䜱䝤䝯デ䜱ア⾲⌧ 

᳃ἑ ᖾ༤ 教授 

人間社会学部 情報社会学科 䝯デ䜱アデ䝄イン研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://www.sit.ac.jp/laboguide/ningenshakai/jouhou_shakai/#morisawa 

３DCG、䝯デ䜱アデ䝄イン、デジタル䝁ンテン䝒、複ྜ⌧実ឤ 

■研究の目的、概要、期待される効果 

３DCG キ䝱ラ䜽ターを利用した CG ᫎീ、䝯タ䝞ース✵間などでὀ目されるイマーシ䝤（ἐධឤ）な⾲⌧を᭷する

デジタル䝁ンテン䝒、非ゝㄒ情報や体性ឤぬを⤌䜏ྜ䜟䛫た⾲⌧手法に関する研究を行なっている。 

ᮏ研究は、デジタル技術をά用することによって可能となる複ྜ的なឤぬ⾲⌧と䝴ー䝄ーとの཮方ྥ的な䝁ミ

ュ䝙䜿ーションを⼥ྜし、ἐධឤの㧗い体㦂を๰出することを目的としています。 

■業界の相談に対応できる分野 

CG キ䝱ラ䜽ターをά用したデジタル䝁ンテン䝒䞉ື⏬ไ作。インタラ䜽テ䜱䝤䝁ンテン䝒開発。 

デジタル技術をά用した文化㈈䞉ᘓ㐀物アー䜹イ䝤。 

■研究事例 または アピールポイント 

䠘研究䞉ไ作事例䠚 

１） ドーム䝝䜴スで体㦂するインタラ䜽テ䜱䝤ᫎീ䛂Re*FLECTIONS䛃 

䛂Re*FLECTIONS䛃は、インタラ䜽テ䜱䝤（཮方ྥ）な要⣲をྲྀりධれた体㦂ᆺの䝁ンテン䝒です。 

༙球ᆺのス䜽リーンにໟ䜏㎸まれるようなឤぬをάかすため、自↛界のᦂら䛞をឤ䛨る 360 ᗘᫎീ

䝁ンテン䝒をไ作。（図１） 

２） リアルタイムア䝙䝯ーション䛂Attendol䛃による PR ື⏬ไ作 

３DCG キ䝱ラ䜽ター䛂Attendol䛃をά用したほගᨭ᥼のための PR ື⏬をไ作。⡆᫆モーション䝉ン䝃ーを

利用したリアルタイム⦅集によって、キ䝱ラ䜽ターのືきを⌧実✵間に෌⌧する。（図２） 

図１：䛂Re*FLECTIONS䛃 図２：䛂Attendol キ䝱ラ䜽ターイ䝯ージ䛃 
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ঽேभਠ଴॑ਹ৷खञୗ஄ু১भ৫৅ 

ᒣ㊰ ᗣ文 教授 

人間社会学部 情報社会学科 䝠ューマ䝙テ䜱プロ䝎䜽トデ䝄イン研究室 

プロ䝎䜽トデ䝄イン 、UX/UI デ䝄イン、ᆅᇦㄢ㢟解Ỵ、デジタル䝣

䜯䝤リ䜿ーション 

■研究の目的、概要、期待される効果

⌧ᅾ、〇ရの〇㐀には、長いṔྐを持つ䛂ᆺ䛃を౑用した成ᆺ技術にຍえ、デジタル技術を利用したデジタル

䝣䜯䝤リ䜿ーション（୺に３D プリント）が利用されるᵝになり、ᚑ᮶の〇㐀方法では実⌧できなかった㐀形や量⏘

つᶍの少ない〇ရの⢭ᗘྥ上にᐤ୚している。一方で、ᆅ球⎔ቃやᛴ㏿にኚ化する生ά⎔ቃを㋃まえてᑗ᮶

をぢᤣえた場ྜ、౫↛として᭷㝈㈨※（▼Ἔ⏤᮶䞉⎔ቃ◚ቯ的㈨※）を利用する〇㐀方法の㝈界もぢ過䛤䛫な

い。ᮏ研究は、㌟のᅇりの生物や᳜物や自↛⌧㇟など↓㝈的な㈨※とエネルギー※を利用した᪂たな䛂㐀形手

法䞉〇㐀手法䛃のあり方を研究するものであり、ᆅ球⎔ቃを⥔持しながら㇏かな人間生άを持⥆さ䛫る理᝿的な

〇㐀方法になりᚓると⪃える。 

■業界の相談に対応できる分野

デジタル䝣䜯䝤リ䜿ーション技術をά用した〇ရ開発をᶆᴶする௻業や研究開発⤌⧊。᳜物や生物を育成す

る事業を行う௻業での᪂たな౯値๰㐀の研究䞉開発⤌⧊。 

■研究事例 または アピールポイント

研究事例 

１：⶝性᳜物の成長を利用した㐀形研究 

䝂ー䝲やᮅ㢦などに௦⾲される 1 ᖺ性⶝性᳜物の成長を利用し、ఱらかの䛂㐨ල䛃の㐀形実㦂。 

 ᬮ化対⟇で一般化した䛂グリーン䜹ーテン䛃は、 ᗘపୗ効果䛰けでなく、㣗物の᥇ྲྀにຍえ、事ᚋの 

⣲ᮦの利用方法としても᭷┈であると⪃える。 

２：ᶞᮌの成長を利用した㐀形研究 

オリー䝤やベンジ䝱ミンなど、ᐙᗞで育て᫆いᶞᮌの成長を利用し、その成長過程でᐙලなどを作成 

する実㦂。⶝性᳜物でできる㐀形の強ᗘ㝈界を超える䛂目的䛃に౑える手法として研究。 

３：ⓑアリの㣗౵を利用した㐀形研究 

ᐖ⹸として扱䜟れる䛂ⓑアリ䛃であるが、そのᰤ㣴౯の㧗さは、ᑗ᮶的に人類の㣗ᩱとしての可能性も 

ὀ目されている。このシロアリの㣗性を利用した㐀形の可能性を探るとともに、㐀形ᚋのⓑアリの㣗用 
 利用や㣴Ṫ㣫ᩱとしての可能性を探ὶ研究。 
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౞ਟभ঺ভ॑デ२ॖンघॊ、঺ভ৾भ૭ચਙ؛ 

ᖹ⏣ 文Ꮚ ෸教授 

人間社会学部 情報社会学科 社会学䞉教育学研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://www.hirata-labouser-com.com 

すὒᛮ᝿、社会学、教育ᛮ᝿、教育実㊶方法、೔理学、モラル 

■研究の目的、概要、期待される効果

教育は、ඹྠ体の⛛ᗎをಖつために個人を社会的Ꮡᅾ⪅䜈と育成するためのႠ䜏ともゝ䜟れています。ඹ

ྠ体、あるいは⤌⧊の中で௚⪅とよりよい関係を⠏くことは⤌⧊の発ᒎにも個人の⢭⚄⾨生上にも非ᖖに重要

なことです。⚾が研究している䝣ランスの社会学⪅エミール䞉デュル䜿ームは䛂社会学の♽䛃として᭷ྡですが、

教育学⪅としても᭷ྡです。なおかつ㐨ᚨ教育の実㊶方法を重どして教ဨ㣴成にᑾ力した人物です。社会学䞉

教育学は、自௚関係、あるいは、個人と集団との関係を分析し、よりよい社会を⠏くための学ၥです。その意味

において、௻業、学ᰯ、ᆅᇦというඹྠ体のよりよい発ᒎを㢪う学ၥでもあります。 

■業界の相談に対応できる分野

䞉特定の文化やṔྐ、ᆅᇦの特性などを学術的などⅬからㄪᰝ䞉分析し᪂たな౯値๰㐀に㈉⊩します。 

䞉社ဨの方々のモ䝏ベーションྥ上、ᛮ⪃力のྥ上、ᖜ広いど野を⋓ᚓするための教㣴ㅮᗙ䞉䝉ミナー。 

䞉グロー䝞ルᒎ開を進める上での␗文化理解に㈨するワー䜽ショ䝑プ。 

䞉文❶作成能力䞉プレ䝊ンテーション能力䞉䝁ミュ䝙䜿ーション能力育成のためのワー䜽ショ䝑プ。 

■研究事例 または アピールポイント

䠘研究業⦼䠚 

䞉ⴭ᭩䛄デュル䜿ームୡ಑㐨ᚨ論の中の䝴䝎䝲教䛅（䜂つ䛨᭩ᡣ）（᪥ᮏ学術振興会ຓ成ห行物） 

䞉ⴭ᭩（ඹⴭ）䛄ここからは䛨まる㐨ᚨ教育䛅（䜂つ䛨᭩ᡣ） 

䞉分ᢸᇳ➹䛄やさしく学䜆教⫋ㄢ程 教育ཎ理䛅（学文社） 

෗┿は、ⴭ᭩と自㌟で᧜影したアル䝄ス䞉ロレー䝚ᆅ方 

 ୺な᧜影場ᡤはストラス䝤ールとエピナール 
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ઙૄভ঺১਑঱भரథઙૄ਑২पঢ়घॊૻຎ১ଢ଼஢ 

ᮤ Ⰿ⣚  ෸教授 

人間社会学部 情報社会学科 䝡ジネス関㐃法研究室 

種類ᰴᘧ、会社ᨭ㓄ᶒのᖐ㊅、ẚ㍑法研究（専門分野：ၟ法䞉会社法） 

■研究の目的、概要、期待される効果

 ᰴᘧ会社法ไにおいては、ᰴᘧのᶒ利ෆᐜがྠ一であることをཎ๎とする。しかし、その例እとして、一定の

⠊ᅖと᮲௳のもとで、会社の定Ḱです䜉てのᰴᘧのෆᐜについて特ูなものを定めることや、定Ḱでᶒ利ෆᐜ

の␗なる複数の種類のᰴᘧを発行することがㄆめられている。これが種類ᰴᘧไᗘである。こうした種類ᰴᘧ

ไᗘのもとでᰴᘧが多ᵝ化し、そのためᰴᘧによる会社㈨㔠ㄪ㐩のᰂ㌾化や会社ᨭ㓄関係の多ᵝ化のᶵ会が

ᰴᘧ会社に୚えられている。 

 ᪥ᮏᅜෆでは上場会社と非上場会社をၥ䜟䛪、種類ᰴᘧのά用がぢられてきている。ᚑ᮶では、非上場会社

による出㈨関係とᨭ㓄関係をㄪᩚする手ẁとして種類ᰴᘧが利用されてきたが、㏆ᖺ上場会社でもྠᵝな目的

から種類ᰴᘧの利用例がቑえつつある。こうした状ἣはㅖእᅜでもྠᵝにぢられてきている。 

 種類ᰴᘧไᗘは、ᰴᘧ会社の㈨㔠ㄪ㐩や会社ᨭ㓄ᶒ関係のㄪᩚなどの場㠃において利౽性の㧗い䝒ール

をᥦ౪しているといえる。しかし、種類ᰴᘧが発行されてから、種類ᰴᘧをಖ᭷する種類ᰴ୺と௚の一般ᰴ୺と

の間の利ᐖㄪᩚや、複数の種類ᰴᘧが発行された場ྜの複数の種類ᰴ୺間の利ᐖㄪᩚはときどき複雑なၥ

㢟をもたらす。そのㄪᩚの௙方や䝞ランスが、ไᗘのあり方と㐠用上のㅖၥ㢟を多くᏎ䜣でいるといえよう。 

 ᮏ研究は、こうした種類ᰴᘧไᗘに╔目して、さま䛦まな種類のᰴᘧを⣲ᮦとして、ㅖእᅜとのไᗘẚ㍑、㐠

用上の実ົの相㐪などについてẚ㍑研究するものである。 

■業界の相談に対応できる分野

さま䛦まな種類ᰴᘧの発行、利ά用など 

■研究事例 または アピールポイント

これまでᮏ研究においてྲྀり上䛢た種類ᰴᘧのල体例としては、ᣄྰᶒ௜種類ᰴᘧ、複数㆟Ỵᶒ種類ᰴᘧ

などがある。ᣄྰᶒ௜種類ᰴᘧは୺として EU ᇦෆにおける⿢ุ例をྲྀり上䛢、EU 法のもとでᙜヱ種類のᰴᘧ

のあり方を᳨ウしたものである。また、複数㆟Ỵᶒ種類ᰴᘧについてはア䝯リ䜹や㤶 における利用実ែをㄪᰝ

研究した。ㅖእᅜのไᗘや事例ㄪᰝを行うことは、᪥ᮏᅜෆでのไᗘ䞉㐠用のあり方について᳨ウする㝿に᭷

┈な示၀がᚓられる。 
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൉ୗਙ॑ਬऌলघ“ৌਵ৓”デ२ॖンभଢ଼஢ 

ᒸᮏ 㝣 ㅮᖌ 

人間社会学部 情報社会学科 情報デ䝄イン研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://okamoto-lab.jp/ 

情報デ䝄イン、๰㐀的自己ಙᛕ、分人、リ䝣レ䜽ション、䝤ランデ䜱ングデ

䝄イン 

■研究の目的、概要、期待される効果

デ䝄インのẸ୺化が進䜐中、デ䝄インึ学⪅が๰㐀的自己ಙᛕ（自分にも๰㐀性があるという実ឤ）を育䜐プ

ロ䝉スにὀ目している。その一手法として、௚⪅との対ヰを㏻䛨て自己を相対化しながら、自分ならではの๰㐀

性を෌発ぢするリ䝣レ䜽ションのᯟ⤌䜏を開発してきた。௒ᚋは、情報デ䝄インのどⅬをྲྀりධれ、䛂人と人、人

と㐨ලの関係性をᵓ⠏する方法䛃として、๰㐀性とྥきྜうためのデ䝄イン実㊶をさらに探究していく。また、㏆

ᖺᛴ㏿にᬑཬする生成 AI との対ヰを、自己との対ヰをಁす“᪂たな௚⪅”とᤊえ、そのά用によって๰㐀的自

己ಙᛕの育成にどのような可能性があるかも᳨ウしている。 

■業界の相談に対応できる分野

教育ᶵ関ྥけの๰㐀ᨭ᥼プログラムタ計。ึ学⪅ྥけの๰㐀性ホ౯䞉育成手法の開発。リ䝣レ䜽ション手

法のᥦ᱌。౑いやすいアプリの UI タ計。⤌⧊の䛂らしさ䛃をどぬ的に⾲⌧する䝤ランデ䜱ングデ䝄イン。 

■研究事例 または アピールポイント

䠘研究䞉ไ作事例䠚 

1) ๰㐀的自己ಙᛕを㔊成するための対ヰ的リ䝣レ䜽ションのタ計 

アイデア๰出のワー䜽ショ䝑プᚋに、自己と௚⪅のẚ㍑をకうリ䝣レ䜽ション手法のᥦ᱌をした。このリ䝣レ

䜽ションにより、ཧຍ⪅は自分ならではの๰㐀性についてᨵめて⪃えることができる。人間の๰㐀性が発

᥹される✵間をタ計する広義の情報デ䝄インである。（図１） 

2) ୙ື⏘⟶理会社とධᒃ⪅の䝁ミュ䝙䜿ーションを෇⁥にするアプリのデ䝄イン 

㧗㱋化が進䜐୙ື⏘業界では、ධᒃ⪅との対応は基ᮏ㟁ヰである。しかし、ᖺ々ቑຍするእᅜ人ධᒃ

⪅とゝㄒのቨを超えてやりྲྀりする必要がある。Dicon は、そ䜣なၥ㢟を解Ỵするための୙ື⏘専用䝁ミ

ュ䝙䜿ーション䝒ールである。人と人を⧅䛠ための㐨ලをタ計する、⊃義の情報デ䝄インである。（図２） 

    図 1：ワーショ䝑プのタ計 図 2：Dicon 
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য৑भੳੴି؞ਔਃચभੱ৶৾৓ଢ଼஢धजभૢ৷ 

኱ሯ ⪽Ꮚ 教授 

人間社会学部 心理学科 ▱ぬ心理学研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://dep.sit.ac.jp/sinri/staff/ohtsuka/ 

ㄆ▱心理学、ὀ意特性、ど線計 、䝠ューマン䞉インター䝣䜵ース 

■研究の目的、概要、期待される効果

人間のὀ意を䜂きやすい、または人がὀ意をྥけやすい▱ぬ่⃭の特定や、人間が┤ឤ的に理解しやすい

情報࿊示法の᳨ウ、ᶵჾ᧯作の中でエラーをᣍきやすい要ᅉを探⣴する研究を行っている。どぬや⫈ぬ情報

に関する人間のὀ意䞉ㄆ▱特性を、対㠃およびオンラインによる行ື実㦂と質ၥ⣬ㄪᰝ、またアイトラ䝑キングに

よるど線計 を㏻してデータを཰集䞉解析して᳨ドしている。 

■業界の相談に対応できる分野

䞉 人のὀ意を䜂きやすい▱ぬ่⃭、䝴ー䝄ーが理解䞉᧯作しやすくエラーを㉳こしにくいデ䝄イン䞉インター䝣䜵

ースや理解しやすい情報ᥦ示方法などを、行ື実㦂や質ၥ⣬ㄪᰝに基づいて᳨ウすることができる。 

䞉 上グのෆᐜの一部を、対㠃にຍえてオンラインで実᪋することができる。 

䞉 ཰集したデータを MS Excel や PowerBI、その䜋か⤫計解析䝋䝣ト䜴䜵アを用いて集計䞉可ど化䞉解析するこ

とができる。 

■研究事例 または アピールポイント

䞉２ḟඖ䞉３ḟඖ✵間におけるὀ意⛣ື特性の研究 

䞉⾲示፹体（PC やスマート䝣䜷ン、および⣬㠃）による࿊示ෆᐜの理解の㐪い 

䞉文Ꮠやᫎീをほᐹする㝿のど線計  

䞉インターネ䝑トをά用した行ື実㦂䞉質ၥ⣬ㄪᰝ 

䞉人間行ືデータの解析 

ㄞ᭩中のど線計 の例（೵␃Ⅼ解析） 
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ॠকンঈঝୖ਻॑৷ःञ଻যभਞସ؞ষ৿્ਙभ೾৒ 

河ཎ ဴ㞝 教授 

人間社会学部心理学科 ㄆ▱心理学研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://dep.sit.ac.jp/sinri/staff/kawahara/ 

学⩦、意ᛮỴ定、ゝㄒ理解、グ᠈ 

■研究の目的、概要、期待される効果

アイオワ䞉ギ䝱ン䝤ルㄢ㢟は、報㓘とᦆኻの☜⋡が␗なる䠐つのデ䝑キから䜹ードを１ᯛ䛪つ㑅ᢥするㄢ㢟で、

人が୙☜実な状ἣで、どのようにして⤒㦂から学⩦しながら意ᛮỴ定を行うかをㄪ䜉る実㦂ㄢ㢟です。ᚑ᮶は、

Ⰻいデ䝑キとᝏいデ䝑キの㑅ᢥ数といった኱雑ᢕな集計データを指ᶆにして、⬻ᦆയによる行ື㞀ᐖや、⑓的

㉃༤、⸆物஘用などの⮫ᗋデ᩿などに用いられてきましたが、㏆ᖺは、強化学⩦計算論モデルが開発されて、

１ᅇ䛤との㑅ᢥ཯応データから、学⩦⋡やᦆኻᅇ㑊ഴྥといったよりᮏ質的な特性䝟ラ䝯ータを᥎定して、⚄⤒

系における情報ఏ㐩䞉学⩦プロ䝉スや、⬻ෆ物質のはたらきと関㐃づけることができるようになってきています。 

ᮏ研究室は、䝟䝋䝁ン上で実行できるアイオワ䞉ギ䝱ン䝤ルㄢ㢟プログラムを開発䞉公開しており、また個人の

཯応データから㝵ᒙベイ䝈強化学⩦モデルの䝟ラ䝯ータを計算する体ไをᩚえています。୙☜実な状ἣにおけ

る人間の学⩦䞉意ᛮỴ定プロ䝉スの解明を進めるとともに、意㆑的䞉ゝㄒ的な自己ホ౯に౫Ꮡする性᱁テストよ

りも㧗い⢭ᗘで個人のẼ質や行ືഴྥの 定を行えるようになることを目指しています。 

■業界の相談に対応できる分野

ギ䝱ン䝤ルㄢ㢟プログラムを用いた、個人の行ື䞉意ᛮỴ定特性の 定。 

生理的 定より⡆౽に、性᱁テストよりᐈほ的に、個人のẼ質䞉行ື特性を 定。 

■研究事例 または アピールポイント

䠘研究事例䠚 

䞉アイオワ䞉ギ䝱ン䝤ルㄢ㢟を用いた非行少ᖺの意ᛮỴ定における特ᚩの᳨ウ 

䞉୙☜実な状ἣにおける学⩦と個人の生理的Ẽ質特性の関係 

䞉୙☜実な状ἣにおける学⩦と個人の行ື 䞉ὀ意特性の関係 
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঺ভੱ৶৾ق଎ા঻ੱ৶॑كણ৷खञ৉ୠृ੫঵भୖ਻ੰৠ؞৅ன 

ἨỈ Ύᚿ 教授 

人間社会学部 心理学科 社会心理学研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://www.sit.ac.jp/laboguide/ningenshakai/shinri/#sensui 

ᾘ㈝⪅行ື、エシ䜹ルᾘ㈝、ඹឤ、SNS、広࿌、e スポー䝒 

■研究の目的、概要、期待される効果

䕿 エシ䜹ルᾘ㈝に関する研究 

社会的ㄢ㢟の解Ỵやそのㄢ㢟にྲྀり⤌䜐事業⪅を応᥼する䛂エシ䜹ルᾘ㈝䛃について、SNS や䝁ミュ䝙䜿ーシ

ョン、ᾘ㈝⪅ീから研究を行っています。⌧௦社会がྲྀり⤌䜐䜉きၥ㢟で௻業の社会的㈐௵でもあるため、エシ

䜹ルᾘ㈝のಁ進は多ᵝな社会ၥ㢟の解Ỵや௻業の社会㈉⊩（CSR）につながると期待されます。 

䕿 SNS䞉広࿌のඹឤとᾘ㈝⪅行ືに関する研究 

 SNS や広࿌のඹឤとᾘ㈝⪅行ືについて、ඹឤෆᐜやඹឤ相手から研究を行っています。ᾘ㈝⪅行ືの䜏

なら䛪⌧௦社会で䛂ඹឤ䛃はキーワードであるため、ඹឤのෆᐜや相手を䜅まえた SNS䞉広࿌のά用は䝤ランド

ㄆ▱䞉イ䝯ージのྥ上、ᾘ㈝（㉎㈙）行ືのಁ進、௻業の཰┈ቑ኱につながると期待されます。 

䕿 e スポー䝒と社会的஺ὶ（䝁ミュ䝙䜿ーション）に関する研究 

䛂e スポー䝒䛃について、ゲーム౫Ꮡ（ゲーム行ື⑕）や䝁ミュ䝙䜿ーションから研究を行っています。㏆ᖺ e ス

ポー䝒は Z ୡ௦を中心に┒り上がりを䜏䛫、ᕷ場はᣑ኱し、自治体ではᆅᇦά性化、௻業では஺ὶやマー䜿テ

䜱ングを目的にྲྀり⤌䜣でいるため、௒ᚋはそのά用がᆅᇦ発ᒎや᪂たな䝡ジネスにつながると期待されます。 

■業界の相談に対応できる分野

エシ䜹ルᾘ㈝を㏻した社会ၥ㢟解Ỵや௻業社会㈉⊩、SNS䞉広࿌による䝤ランドイ䝯ージྥ上や PR 効果、 

e スポー䝒をά用した௻業ෆ䞉間の஺ὶやᆅᇦ発ᒎ䞉ά性化、など 

■研究事例 または アピールポイント

䕿 エシ䜹ルᾘ㈝に関する研究 

䞉 ೔理的㓄៖に基づいた意㆑は䝞イ䝁䝑ト（㉎㈙）より䝪イ䝁䝑ト（୙㈙）が㧗く、㧗㱋ᒙは⅏ᐖ᥼ຓάືや自↛䞉

⎔ቃಖㆤάື䜈の意㆑、ⱝᖺᒙは社会㈉⊩άື䜈の意㆑の㧗さから応᥼ᾘ㈝䜈のែᗘが㧗く、行ືする。 

䞉 䝋ーシ䝱ル䝯デ䜱アでのඹឤ௚⪅の᭷↓や関係性はエシ䜹ルᾘ㈝行ືに影響しないが、関係௚⪅のඹឤは

広࿌ෆᐜに重䜏づけをして情報のಙ㢗性や重要ᗘを㧗め、エシ䜹ルᾘ㈝䜈のែᗘを㧗める。 

䕿 SNS䞉広࿌のඹឤとᾘ㈝⪅行ືに関する研究 

䞉 専門的䜽䝏䝁ミでは関係する௚⪅からのඹឤがጇᙜ性を㧗め、体㦂的䜽䝏䝁ミでは関係ない௚⪅からのඹឤ

がつ⠊性をド明し、ᾘ㈝⪅のẼ分、‶㊊ឤ、自ᑛឤ情を㧗める。 

䞉 専門的䜽䝏䝁ミの発ಙは広࿌やၟရのグ᠈をά性化し、体㦂的ཱྀ䝁ミの発ಙは実㝿の体㦂やそのᚋの‶㊊

ឤをイ䝯ージさ䛫てそのホ౯やᾘ㈝意ᛮを㧗め、ᾘ㈝⪅のẼ分、‶㊊ឤ、自ᑛឤ情を㧗める。 

䕿 e スポー䝒と社会的஺ὶ（䝁ミュ䝙䜿ーション）に関する研究 

䞉 㧗ᰯ生は e スポー䝒のプレイ時間が長い䜋どᖖにゲームのことを⪃え、Ṇめることができないഴྥにあるが、

኱ษな人間関係を༴うくする、ຮ強がうまくできないഴྥはなく、自己䝁ントロールをしながらプレイしている。 

䞉 e スポー䝒の⤒㦂は、௚⪅との関䜟りや䝏ームプレイでの༠力を㏻して䝁ミュ䝙䜿ーション䞉スキルを㧗め、情

⥴的䝁ントロールの必要性から自己ㄪᩚ、௚⪅の情⥴的䝃ポートの必要性から௚⪅受ᐜのスキルを㧗める。 

䕺 エシ䜹ルᾘ㈝、ඹឤ、e スポー䝒は社会や௻業での必要性が㧗く、多ᵝなά用が可能です。自治体や௻業と

の㐃ᦠ⤒㦂を生かし、社会心理学的❧場からさま䛦まな䝙ー䝈に対して༠ാすることができます。 
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ੱभ௏೨ध੍ର঻੍ରउेलঃー९ॼজॸॕ৶ੰपঢ়घॊଢ଼஢ 

⁪⃝ Ẏ▮ ෸教授 

人間社会学部 心理学科 ⮫ᗋ心理学研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://dep.sit.ac.jp/sinri/staff/takizawa/ 

⮫ᗋ心理学（ಖ೺䞉་⒪分野）、心理ア䝉ス䝯ント、⢭⚄་学 

■研究の目的、概要、期待される効果

䖃 ㄆ▱⑕のある方とᐙ᪘ཬび௓ㆤ➼専門⫋䜈の心理的ᨭ᥼に関する研究 

ᮏ研究は⮫ᗋ心理学ഃ㠃と⢭⚄་学的ഃ㠃より、ㄆ▱⑕のある方䛰けに㝈ら䛪ㄆ▱⑕のある方に関䜟る

௓ㆤ⪅に関䜟る研究テーマである。⌧ᅾ、ᡃがᅜは超㧗㱋社会に✺ධしており、௒ᚋも人ཱྀにおける㧗㱋⪅

のẚ⋡は上᪼ഴྥにあると᥎ されている。また、ㄆ▱⑕の༴㝤ᅉᏊにຍ㱋がᣲ䛢られており、௒ᚋもㄆ▱

⑕の⨯ᝈ⪅はቑຍすることがண᝿される。ㄆ▱⑕のある方の䜴䜵ル䝡ーイングに関する研究もさることなが

ら、ᮏ研究テーマではㄆ▱⑕のある方の᪥々をᨭえる関係⪅の䝯ンタル䝦ルスྥ上にᐤ୚するᨭ᥼方法も

᳨ドしていく。 

䖃 心理᳨ᰝを用いた心理状ែཬび⢭⚄⑕状に関する研究 

ᵝ々ある心理᳨ᰝのうち、特にᢞᫎ法を用いた人の心理状ែཬび⢭⚄⑕状୪びに⢭⚄⑌ᝈに関する理解

を深める研究テーマである。人間の心理的特ᚩをᐈほ的にᤊえ、➃的にㄝ明することは㞴しい。心理᳨ᰝは

そのような複雑な心理的特ᚩをእᅾ化し、ᐈほ的に᧯作可能なもの䜈とኚ᥮することができる。ᮏ研究テー

マでは人間のᵝ々な心理的特ᚩを、心理᳨ᰝを用いて明らかにすることで、治⒪やᨭ᥼そして教育の一ຓと

なる情報を社会にᥦ౪することを目的とする。 

䖃 ⢭⚄⑌ᝈ୪びに自ẅ関㐃行ືཬび自ẅண㜵に関する研究 

ᮏ㑥は௚のඛ進ᅜとẚ㍑して自ẅ関㐃行ືが多いことが明らかとなっている。また、成人期௨㝆のᖺ間自

ẅ⪅数は㧗Ṇまりの状ែにあると㏆ᖺ報࿌されているが、ᛮ᫓期や㟷ᖺ期の自ẅ⪅数はኚ䜟ら䛪にቑຍの

一㏵を㎺っている。これには個人の心理的ၥ㢟や㌟体的状ἣに㝈ら䛪、⤒῭状ἣや社会状ἣなどᵝ々な要

ᅉが複雑に関㐃している。ᮏ研究テーマでは、自ẅ関㐃行ືに関する要ᅉを明らかにするとともに、自ẅ関

㐃行ືண㜵の一ຓとなるようᵝ々な要ᅉを᳨ドしていく。 

■業界の相談に対応できる分野

ᆅᇦにおける心理的ཬび⢭⚄的೺ᗣಖ持ಁ進のためのၨⵚ୪びに䝁ン䝃ルテーション䞉リエ䝌ン 

■研究事例 または アピールポイント

長らくᆅᇦの་⒪⌧場において⮫ᗋཬび研究άືを行ってきました。⑓㝔⮫ᗋに㝈ら䛪ᆅᇦ㐃ᦠ（ㄆ▱⑕

௓ㆤᚑ事⪅䜈の䝁ン䝃ルテーション、ẕᏊಖ೺㡿ᇦにおけるዷ⏘፬の䝯ンタル䝦ルス、་⒪ᚑ事⪅や学ᰯ教

⫋ဨの䝯ンタル䝦ルス ➼）にもᦠ䜟ってきましたので、་⒪䞉⚟♴䞉教育㡿ᇦにおける心理ᨭ᥼をは䛨めとした

心の೺ᗣに関する広くᵝ々な事例（研究䞉ᆅᇦ㐃ᦠ）に対応できます。 
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௮ऎऱधभऒऒौभ௏೨॑અइॊ 

ᮧ中 ᫀ⣖ ෸教授 

人間社会学部 心理学科 ⮫ᗋ社会心理学研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://dep.sit.ac.jp/sinri/staff/muranaka/ 

⏘業䝯ンタル䝦ルス䠈ᢚうつ䠈ストレス䠈䝟ー䝋ナリテ䜱 

■研究の目的、概要、期待される効果

専門は⏘業ປാ㡿ᇦの⮫ᗋ心理学です。これまで௻業ෆや䝝ローワー䜽➼で心理⫋として໅ົしていまし

た。研究としては、୺に䝟ー䝋ナリテ䜱が対人ストレスやᢚうつに୚える影響について኱学生や社会人を対㇟に

᳨ウしています。ල体的には、௚⪅からのホ౯を過๫にẼにするഴྥや自己のᛌឤ情を௚⪅との関㐃よりもඃ

ඛさ䛫るഴྥが、対人ストレスを㧗め、ᢚうつに⮳るモデルについて᳨ウを行ってきました。これらの䝟ー䝋ナリ

テ䜱を持つ人たちがどのような⫋場⎔ቃであれ䜀㐺応し、力を発᥹できるのかに関心があります。 

また、これまでẸ間௻業や公的ᶵ関でാく人々やᑵ⫋άື中の人々の心の೺ᗣについてᨭ᥼を行ってきた

⤒㦂から、ാく人㐩の心の೺ᗣについてのண㜵的なྲྀり⤌䜏に関心があります。 

■業界の相談に対応できる分野

これまで௻業において䝯ンタル䝦ルス対⟇にᚑ事した⤒㦂があり、䝯ンタル䝦ルス研ಟ（䝉ル䝣䜿ア䠈ライ

ンによる䜿ア）を行うことができます。 

■研究事例 または アピールポイント

ാく人のここ䜝の೺ᗣにとりく䜐研究室です。 

キーワード（専門分野） 
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㔠Ꮚ まどか ㅮᖌ 

人間社会学部 心理学科 ⚟♴心理学研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://dep.sit.ac.jp/sinri/staff/kaneko/ 

䝁ミュ䝙テ䜱、⚟♴心理⮫ᗋ、社会モデル、イン䜽ルージョン、質的研究 

■研究の目的、概要、期待される効果

人と⎔ቃとの᥋Ⅼに╔目し、䝁ミュ䝙テ䜱心理学のどⅬから、人の心のあり方や成長䞉発㐩のプロ䝉スを探究

しています。特に、ᆅᇦや学ᰯ、⚟♴᪋タなど実㝿の⌧場とᐦ᥋に関䜟りながら行う実ド研究や䝣䜱ールドワー

䜽を重どし、理論と実㊶をつな䛠研究をᒎ開しています。 

⚄⤒発㐩⑕（発㐩㞀ᐖ）➼の⫼ᬒを持つᏊどもやそのಖㆤ⪅およびᨭ᥼⪅を対㇟にすることが多いですが、

㞀ᐖそのもののᨵၿを目的とする䜟けではなく、研究の↔Ⅼは行ືと⎔ቃの相஫作用です。 

୺なテーマとしては、䐟㞀ᐖの᭷↓にかか䜟ら䛪、ඹに育ちྜう䛂イン䜽ルーシ䝤な䝁ミュ䝙テ䜱䛃の実⌧に必

要な᮲௳の解明、䐠専門ᐙ䞉非専門ᐙにかか䜟ら䛪、ᨭ᥼が必要な人をྲྀりᕳく᭷効な関䜟り方や⎔ቃづくり

のあり方の᳨ウ、などがあります。 

これらの研究を㏻䛨て、多ᵝな人々がᏳ心してᬽらし、学びྜえる社会の実⌧にᐤ୚することを目指していま

す。⌧場の▱ぢと学術的な▱ぢを⼥ྜすることで、実効性の㧗いᨭ᥼のᅾり方や、ᆅᇦに᰿䛦した人と人との

つながりのあり方を研究しています。 

■業界の相談に対応できる分野

㞀ᐖ⪅㞠用、⫋場におけるྜ理的㓄៖、䝙ューロ䝎イ䝞ーシテ䜱の᥎進、質的研究 

■研究事例 または アピールポイント

䛆研究事例䛇 

䞉複数人のᅔり䛤とを䛂社会的䝙ー䝈䛃としてᤊえ、その解Ỵの一ຓとなる場や

集いをᆅᇦに๰出するヨ䜏 

例）୙Ᏻやぢ㏻しの↓さによって、ᑠ学ᰯ䠑ᖺ生で実᪋されるᯘ間学ᰯに行け

ないᏊが多いことが、⚄⤒発㐩⑕、୙ⓏᰯのᏊどものぶ䜈のインタ䝡ュ

ーから☜ㄆされた 

䊻䛂プレᯘ間学ᰯ䛃（実㝿にἩまる場にಖㆤ⪅䞉Ꮚどもで行く。実㝿の行程を事

๓にぶᏊで体㦂する。2018 より௻⏬しており、例ᖺ 10 ⤌๓ᚋが集う௻⏬であ

る。 
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⏣中 ᓫᜨ ㅮᖌ 

人間社会学部 心理学科学科 心理⮫ᗋ実㊶学研究室 

研究室ホームページ URL： 

https://dep.sit.ac.jp/sinri/staff/tanaka/  

⌧௦におけるここ䜝、オンライン䜹䜴ン䝉リング、心理⮫ᗋにおけるኚᐜ、学

生相談、㟷ᖺ期 

■研究の目的、概要、期待される効果

䖃 オンライン䜹䜴ン䝉リングに関する実ド的研究 

オンライン䜹䜴ン䝉リングにおける䝉ラピストと䜽ライエントの㌟体ྠㄪ、発ヰの特ᚩなどのデータを分析する

ことで、対㠃䜹䜴ン䝉リングにおける治⒪関係のᵓ⠏の相㐪Ⅼを研究している。それらのデータはオンライン

䜹䜴ン䝉リング⊂自の治⒪関係ᵓ⠏の理解にᐤ୚し、オンライン䜹䜴ン䝉リングの治⒪効果を㧗める㠃᥋技

法や㠃᥋⪅のカ⦎法のᥦ᱌につながると⪃えられる。 

䖃 心理⮫ᗋ過程における䛂ኚᐜ䛃について、“␗”なるものと心理⮫ᗋ 

心理⮫ᗋの過程におけるኚᐜのዎᶵやそれをいかにしてᤊえるのかというほⅬから୺に事例研究を㏻

して᳨ウしている。 

䖃 㟷ᖺ期の心理⮫ᗋ的ㄢ㢟や学生相談に関する研究 

㟷ᖺ期に特᭷の心理的ㄢ㢟や心性について、特に⌧௦という時௦のほⅬから⮫ᗋ事例研究、文⊩研

究を行っている。その中でも、学生相談のシステムの෌⪃や効果的なᨭ᥼がいかにしてᒎ開できるか

ということについても研究を進めている。 

■業界の相談に対応できる分野

オンライン䜹䜴ン䝉リング、心理⒪法 

■研究事例 または アピールポイント

科学研究㈝䞉基♏研究（C）䛂AI データ解析を用いたオンライン䜹䜴ン䝉リングにおける治⒪関係ᵓ⠏に関する

実ド研究䛃（2025 ᖺᗘ～2027 ᖺᗘ）として᥇ᢥされている（研究ㄢ㢟␒ྕ JP25K06831）。 

その中ではオンライン䜹䜴ン䝉リングと対㠃䜹䜴ン䝉リングについて AI によるデータ解析を用いて、よりヲ⣽

で多ゅ的なデータを扱い䜹䜴ン䝉リング中の㌟体ྠㄪ、⾲情のኚ化➼を分析する計⏬である。 

このᯟを๐㝖し、 

෗┿にᕪし᭰える 

31m×31mm 

㢦෗┿をྛ自ᤄධ 

レイア䜴トオプションは、 

行ෆ 
キーワード（専門分野） 
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《資料 3》⼤学院担当教員による教育研究成果の発信機会_例 

［⼼理学セミナー］ 

埼⽟⼯業⼤学臨床⼼理センター 
⼼理学セミナー（2025） 

案内閲覧⽤ QR コード 
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